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午前９時57分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和３度宮崎県一般会計補正予

算(第６号)

○議案第４号 国営西諸土地改良事業負担金徴

収条例を廃止する条例

○議案第７号 宮崎県中山間ふるさと保全基金

条例の一部を改正する条例

○議案第12号 工事請負契約の締結について

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて

・令和２年度宮崎県繰越明許費繰越計算書

・令和２年度宮崎県事故繰越し繰越計算書

○環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査

○その他報告事項

・令和２年度大気、水質等の測定結果について

・令和３年度海水浴場水質検査結果について

・県内における木材価格の動向等について

・令和２年度の宮崎県農畜水産物の輸出実績に

ついて

・新規就農者の確保・育成について

出席委員（７人）

委 員 長 岩 切 達 哉

副 委 員 長 内 田 理 佐

委 員 原 正 三

委 員 山 下 博 三

委 員 右 松 隆 央

委 員 武 田 浩 一

委 員 河 野 哲 也

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 河 野 譲 二

環境森林部次長
田 村 伸 夫

（ 総 括 ）

環境森林部次長
黒 木 哲 郎

（ 技 術 担 当 ）

環 境 森 林 課 長 長 倉 佐知子

環 境 管 理 課 長 佐 沢 行 広

循環社会推進課長 鍋 島 宏 三

自 然 環 境 課 長 藤 本 英 博

森 林 経 営 課 長 島 一 明

森林管理推進室長 右 田 憲史郎

山村･木材振興課長 有 山 隆 史

み や ざ き ス ギ
福 田 芳 光

活 用 推 進 室 長

工 事 検 査 監 木 嶋 誠

林業技術センター所長 黒 木 逸 郎

木 材 利 用 技 術
橘 木 秀 利

セ ン タ ー 所 長

農政水産部

農 政 水 産 部 長 牛 谷 良 夫

農政水産部次長
斎 藤 孝 二

（ 総 括 ）

農政水産部次長
菓子野 利 浩

（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
鈴 木 信 一

（ 水 産 担 当 ）

畜産新生推進局長 三 浦 博 幸

部 参 事 兼
殿 所 大 明

農 政 企 画 課 長

中山間農業振興室長 海 野 俊 彦

農 業 流 通
松 田 義 信

ブ ラ ン ド 課 長

農業普及技術課長 上 田 泰 士

令和３年６月24日(木曜日)
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農業担い手対策課長 小 林 貴 史

農 産 園 芸 課 長 川 上 求

農 村 計 画 課 長 戸 髙 久 吉

畑かん営農推進室長 鳥 浦 茂

農 村 整 備 課 長 押 川 浩 一

水 産 政 策 課 長 西 府 稔 也

漁 業 管 理 課 長 大 村 英 二

漁港漁場整備室長 否 笠 友 紀

畜 産 振 興 課 長 河 野 明 彦

家畜防疫対策課長 丸 本 信 之

工 事 検 査 監 日 髙 誠

総合農業試験場長 東 洋一郎

県立農業大学校長 戸 髙 朗

水 産 試 験 場 長 坂 本 龍 一

畜 産 試 験 場 長 谷之木 精 悟

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 内 田 祥 太

議事課主任主事 木 村 結

○岩切委員長 ただいまから環境農林水産常任

委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

日程案につきましては、お手元に配付のとお

りでありますが、御異議ございませんでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前９時57分休憩

午前10時０分再開

○岩切委員長 委員会を再開いたします。

本委員会に付託されました議案等について、

部長の概要説明を求めます。

○河野環境森林部長 おはようございます。環

境森林部でございます。本日はどうぞよろしく

お願いいたします。座って説明させていただき

ます。

お手元に配付しております、環境農林水産常

任委員会資料の表紙を御覧いただきたいと思い

ます。

本日の説明事項は、予算議案が１件、報告事

項が２件、その他報告事項が３件であります。

まず、Ⅰの予算議案といたしまして、議案第

１号「令和３年度宮崎県一般会計補正予算（第

６号）」であります。

次に、Ⅱの報告事項といたしまして、令和２

年度繰越明許費と事故繰越につきまして報告す

るものであります。

Ⅲのその他報告事項は、令和２年度大気、水

質等の測定結果についてなど、３項目を報告い

たします。

１ページをお開きいただきたいと思います。

１の令和３年度環境森林部歳出予算（課別）

についてであります。

この表は、議案第１号に関する歳出予算を課

別に集計したものでございます。

今回の補正予算につきましては、一般会計に

ついて、国庫補助決定に伴う補正と新型コロナ

ウイルス感染症対策関連の補正をお願いするも

のでありまして、表の中ほど、小計欄の網かけ

部分でございますけれども、補正額Ｂ列にあり

ますとおり、４億6,554万8,000円の増額をお願

いしております。

そのうち、新型コロナウイルス感染症対策分

が、右側のＤ列にありますとおり、２億1,618

万7,000円であり、補正後の一般会計予算額は、
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その右側、Ｅ列ですが、203億1,150万1,000円と

なります。

この結果、補正後の環境森林部全体の予算額

は、一般会計と特別会計を合わせまして、補正

後の額、Ｅ列の一番下になりますが、合計欄に

ありますとおり、215億2,795万5,000円となりま

す。

補正内容の詳細につきましては、後ほど関係

課長等から説明させていただきます。

次に、２ページを御覧ください。

令和３年度繰越明許費についでであります。

これは、森林経営課の地方創生道整備推進交

付金事業におきまして、関連する工事の用地交

渉等に日時を要したことから工期が不足し、翌

年度への繰越しが必要になったものでありまし

て、１億8,222万1,000円の繰越しをお願いする

ものであります。

次ページ以降の資料につきましては、関係課

長等から説明させていただきますので、御審議

のほど、よろしくお願いいたします。

私からは、以上であります。

○岩切委員長 では、議案等についての説明を

求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いをいたします。

○長倉環境森林課長 環境森林課でございます。

環境森林課の補正予算について御説明いたし

ます。

お手元の令和３年度６月補正歳出予算説明資

料、こちらの57ページをお開きください。

当課の補正額は、左から２列目の補正額の欄

にありますように、一般会計で1,320万円の増額

をお願いしております。

この結果、補正後の額は、右から３列目にあ

りますように、24億445万1,000円となります。

59ページをお開きください。

（事項）元気な森林・林業・山村づくり推進

事業費の、説明欄の１、新規事業、ポストコロ

ナを見据えた持続可能な森林づくり推進事業に

ついて、常任委員会資料で説明させていただき

ます。

常任委員会資料の３ページをお開きください。

この事業は、１、事業の目的・背景にありま

すように、担い手不足や社会・経済情勢の変化

に伴う木材需要への影響など、様々な課題に対

応するため、県内外の異業種・異分野の人材を

つなぎ、オープンに議論していくことで、イノ

ベーションの創出を目指すとともに、コロナ禍

において、自然とのふれあいや地方への移住志

向などの機運が高まっていることから、造林作

業をテーマに、新たな担い手の取り込みを見据

えた実証事業を進めるものであります。

右側の４ページの現状と課題を御覧ください。

再造林面積と再造林率の推移のグラフのとお

り、本県は再造林率７割以上と高い水準で推移

しておりますが、右の林業就業者の推移のグラ

フのとおり、担い手の減少及び高齢化が進んで

おり、今後、再造林率の低下が懸念されること

から、人材の確保が課題となっております。

また、次の新設住宅着工戸数の表では、木材

の主な供給先である住宅の着工戸数の減少が予

測されており、木材需要の開拓、拡大を図る必

要があります。

さらに、その右の産業別労働災害発生率のグ

ラフを見ると、千人率で、林業は全産業平均の

約10倍の発生率となっており、その対策が課題

となっております。

このような様々な課題がある中、持続可能な

森林づくりを進めるため、次の事業内容に示す

２つの事業に取り組みたいと考えております。
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①森林産業オープンイノベーション創出事業

は、意欲的な林業・木材産業関係者と、独自の

技術やノウハウを有する異分野人材等を組み合

わせてチームをつくり、メンタリングを行いな

がら、再造林や木材需要開拓などの課題解決に

向け、革新的なアイデアの掘り起こしと事業プ

ランの策定を行うものであります。

②新たな林業人材活用可能性調査事業は、危

険が伴う林業の中でも労働災害が少ない造林作

業において、林業未経験者でも受け入れやすい

環境の整備に向けて、森林組合と人材派遣会社

を連携させ、作業内容ごとの労働強度の調査や

現場での実証等を行うものであります。

３ページにお戻りいただいて、２、事業の概

要の（１）にありますとおり、予算額は、両事

業合わせまして1,320万円をお願いしておりま

す。

最後に、一番下、３の事業効果としましては、

事業参画者のオープンイノベーション能力を高

め、課題解決に向けた取組を加速させるととも

に、新たな人材確保に向けた取組を進めること

により、持続可能な森林づくりに寄与するもの

と考えております。

説明は以上です。

○鍋島循環社会推進課長 循環社会推進課でご

ざいます。

当課の補正予算につきまして御説明いたしま

す。

歳出予算説明資料、61ページをお開きくださ

い。

当課の補正額は、左から２列目の補正額の欄

にございますとおり、87万8,000円の増額をお願

いしております。

この結果、右から３列目にありますように、

補正後の額は４億5,849万7,000円となります。

それでは、内容につきまして御説明いたしま

す。

63ページをお開きください。

上から５段目、（事項）一般廃棄物処理対策推

進費87万8,000円の増額であり、右から３列目に

ございますとおり、補正後の額は2,174万6,000

円となります。

これは、説明欄にございますとおり、１の海

岸漂着物等地域対策推進事業につきまして、海

岸漂着物等の発生抑制のための啓発活動や沿岸

の市町が実施する海岸漂着物等の回収・処理へ

の支援などに係る国の補助額が決定したことに

よるものでございます。

当課の説明は以上です。

○藤本自然環境課長 自然環境課です。

お手元の歳出予算説明資料の65ページをお願

いいたします。

当課の補正額は、左から２列目の補正額にあ

りますように、978万円での総額であります。

この結果、補正後の額は、右から３列目、37

億7,144万円であります。

補正の内容につきましては、67ページであり

ますが、（事項）自然公園事業費978万円であり

ます。

説明にもありますように、これは新型コロナ

ウイルス感染対策に関係します補正でありまし

て、事業内容は、みやざきの自然公園等魅力向

上事業であります。

この説明につきましては、常任委員会資料の

５ページをお開きください。

まず、１の事業の目的・背景についてですが、

右のページの上段にありますとおり、ウィズコ

ロナ、アフターコロナを見据えまして、オンラ

インによる旅行体験のほか、リアルな旅行の形

として、ワーケーションやグランピングなど、
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新しい旅行スタイルが構築され、その普及が進

んでいるところであります。

左ページに戻っていただきまして、このよう

な情勢を踏まえまして、県内の豊かな自然に触

れ合える自然公園や、九州自然歩道を新しい旅

行スタイルの目的地として県内外に広く認知し

てもらうため、その魅力を高め、広く発信する

取組を加速させることを目的としております。

２の事業概要ですが、予算額は978万円、財源

は国庫、事業期間は令和３年度であります。

（５）の事業内容ですが、①地元の魅力発掘

オンラインツアー等推進事業は、地元でしか認

知されていない自然公園内の見どころ等を活用

した、オンラインツアー等を実施する民間事業

者の支援を行うものであります。

下段の②見どころ情報充実・発信強化事業は、

県が主体となりまして、自然公園ホームページ

を活用しまして、見どころのフォトコンテスト

を開催するとともに、その写真を活用したパン

フレット等を作成します。

また、自然公園等の案内を行っている地元ガ

イドの確保のため、その活動を紹介した映像を

製作し、自然の風景とともにガイドの魅力を発

信するものであります。

最後に、３の事業効果ですが、自然公園等に

対する認知度や満足度が向上し、長期滞在者や

リピーターの増加にもつながるとともに、地域

の経済活性化にもつながっていくものと考えて

おります。

説明は以上であります。

○ 島森林経営課長 森林経営課でございます。

歳出予算説明資料の69ページをお開きくださ

い。

森林経営課の補正額は、左から２列目にあり

ますように、一般会計で３億3,617万2,000円の

増額をお願いしております。

この結果、補正後の額は、右から３列目の一

番上の段にありますように、一般会計及び特別

会計合わせまして94億2,653万7,000円となりま

す。

それでは、主な事業について御説明いたしま

す。

71ページを御覧ください。

１段目の（事項）天神山ふれあいの竹林園整

備事業費につきましては、2,780万円の増額であ

ります。

下の説明欄の１、新規事業、天神山ふれあい

竹林再整備事業につきましては、後ほど常任委

員会資料で、森林管理推進室長から説明をさせ

ていただきます。

次に、ページ中ほどの（事項）再造林対策事

業費につきましては、3,511万4,000円の増額で

あります。

このうち、下の説明欄の１にありますように、

ドローン等を活用したリモートセンシング技術

活用実証事業につきまして、国より追加の採択

を受けましたので、373万6,000円を補正するも

のであります。

２の新規事業、苗木ビジネス成長産業化推進

事業につきましては、後ほど常任委員会資料で

説明をさせていただきます。

ページ１番下の（事項）地方創生道整備推進

交付金事業費につきましては、２億4,389万7,000

円の増額でありますが、これは、山村地域の交

通ネットワークづくりを推進いたします、林道

の開設・改良を行うもので、国の補助決定に伴

い、補正するものであります。

次に、72ページをお開きください。

１段目の（事項）林道点検診断・保全整備事

業費につきましては、85万円の増額であります。
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これは、門川町の林道橋の点検診断を行うも

ので、国の補助決定に伴い、補正するものであ

ります。

２段目の（事項）林業技術センター管理運営

費につきましては、2,851万1,000円の増額であ

ります。

下の説明欄の１の新規事業、みやざき林業大

学校研修環境整備事業につきましては、後ほど

常任委員会資料で説明をさせていただきます。

それでは、恐れ入りますが、常任委員会資料

の７ページを御覧ください。

みやざき林業大学校研修環境整備事業につい

てであります。

この事業は、１の事業の目的・背景にありま

すように、みやざき林業大学校におきまして、

ＩＣＴ等、最新技術を活用し、需用者ニーズに

応じた木材生産を可能とする作業システムの研

修に必要な高性能林業機械等を導入するもので

あります。

右側の８ページを御覧ください。

上段の現状と課題の④にありますように、み

やざき林業大学校では、先端技術を習得する研

修を行っておりますが、さらなる研修の充実が

求められております。

このため、下のポンチ絵のように、木材生産

の現場と製材工場の情報の共有化により、需給

ニーズの最適化を行い、プロセッサーによる木

材生産の効率化・省力化を図る作業システムの

研修を新たに実施するものであります。

左側の７ページに戻っていただき、２の事業

の概要にありますように、予算額は2,851万1,000

円、財源は国庫、事業期間は令和３年度、実施

主体は県、事業内容は、①の最新技術を搭載し

た高性能林業機械のプロセッサー１台と②の情

報処理を行うタブレット４台の導入であります。

３の事業効果にありますように、プロセッサ

ーの操作技術と情報処理の研修を行うことによ

り、本県の林業・木材産業が求める技術力を有

する人材の確保・育成が図られるものと考えて

おります。

続きまして、資料の９ページをお開きくださ

い。

苗木ビジネス成長産業化推進事業についてで

あります。

この事業は、１の事業の目的・背景にありま

すように、国内の外材価格の高騰や品不足等に

より、国産材のニーズが高まる中で、主伐、再

造林が進み、苗木の需要拡大が期待されますこ

とから、成長に優れ、花粉の少ない優良苗木の

出荷拡大を図るため、品種の明確化を行うＤＮ

Ａ分析大量判別システムを整備するものであり

ます。

右側の10ページを御覧ください。

上段の現状と課題にありますように、杉苗木

の生産量、生産技術とも全国トップクラスの本

県といたしましては、優良苗木の生産拡大や県

外出荷のニーズに応えられる生産体制の整備が

必要であります。

また、新たな販路開拓には、品種が明確な優

良苗木の証明が必要となることから、県林業技

術センターにおいて、中ほどの事業内容にあり

ます品種の特定を迅速かつ正確、大量に行える

ＤＮＡ解析大量判別システムの整備をいたしま

す。

左側の９ページに戻っていただき、２の事業

の概要にありますように、予算額は3,137万8,000

円、財源は国庫、事業期間は令和３年度、事業

主体は県、事業内容は、ＤＮＡ解析大量判別シ

ステムの整備といたしまして、①のＤＮＡ自動

分離装置のほか、②から④の機器の導入であり
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ます。

３の事業効果にありますように、品種の明確

な優良苗木の生産体制を整備し、県外へ新たな

販路拡大により、ポストコロナを見据えた苗木

ビジネスの成長産業化と、森林の若返りにより

ますグリーン社会の実現に寄与するものと考え

ております。

私の説明は、以上でございます。

○右田森林管理推進室長 森林管理推進室でご

ざいます。

常任委員会資料の11ページをお開きください。

新規事業、天神山ふれあい竹林再整備事業で

あります。

この事業は、１の事業の目的・背景にありま

すように、コロナ禍の中で、密を回避できるフィ

ールドとして利用者が増加しております、天神

山ふれあい竹林の老朽化した遊歩道や広場等の

再整備を実施するものであります。

右側の12ページを御覧ください。

上段、現状と課題の①にありますように、天

神山は明治44年に模範竹林として設置され、宮

崎市中心市街地の、自然とふれあえる憩いの場

として広く県民に利用されております。

また、②にありますように、新型コロナウイ

ルス感染症拡大の影響などにより、屋外での活

動の場を求めて利用者が増加しておりますけれ

ども、防護柵など施設の老朽化が課題となって

おります。

事業内容の施設の利用状況等の写真の上段２

枚が、林内散策などの施設の利用状況、その下

の２枚が防護柵など、施設の老朽化している状

況写真になります。

このため、事業内容の中程の矢印の下にあり

ますように、遊歩道や木製階段、防護柵、案内

板等の再整備や、高齢者や車椅子の方などにも

利用しやすい手すりやスロープの設置のほか、

竹林やアジサイ植栽地の整備を行うものであり

ます。

左側の11ページに戻っていただきまして、２

の事業概要でありますが、予算額は2,780万円、

財源は全額国庫、事業期間は令和３年度であり

ます。

事業内容につきましては、先ほど御説明した

とおり、施設の再整備等を行うものであります。

３の事業効果ですが、天神山ふれあい竹林を、

安全・安心で新型コロナの感染リスクを避けた

屋外活動の場として、また高齢者等にも利用し

やすい施設として再整備することによりまして、

コロナ禍における県民の保健休養の増進が図ら

れるものと考えております。

私からの説明は、以上であります。御審議の

ほど、よろしくお願いいたします。

○有山山村・木材振興課長 山村・木材振興課

の補正予算について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料、73ページをお開

きください。

当課の補正額は、一般会計で１億551万8,000

円の増額でございます。

この結果、右から３列目の補正後の額は、一

般会計、特別会計合わせて48億4,645万3,000円

となります。

それでは、事業内容について御説明いたしま

す。

常任委員会資料の13ページをお開きください。

新規事業、新たな需要に対応した木質部材の

研究開発促進事業であります。

１の事業の目的・背景にございますように、

コロナ禍における県産材の需要拡大を図るため、

新たな木材需要の創出に向けた試験研究・開発

に必要な機器を整備するものであります。
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右の14ページの現状と課題を御覧ください。

人口減少等によりまして、国内の新設住宅着

工戸数の減少が見込まれる中、新たな需要先と

して、これまであまり木材が使われていない中

高層建築物や店舗、オフィス、公共建築など、

非住宅分野での木材利用が期待されております

が、これら建築物の木造化を進めるためには、

品質性能が明確な木質部材や高い強度性能を持

つ大断面部材の研究・開発が必要とされてござ

います。

このため、事業内容及び効果にございますよ

うに、①の温度や湿度が一定に保たれた環境内

の長期性能試験や、ＪＡＳ材の新規認定試験が

可能となる恒温恒湿室の整備とともに、②の大

断面部材の圧縮試験や接合部の試験に対応した

大断面材圧縮試験機を、九州随一の公設研究機

関である木材利用技術センターに整備し、これ

によりまして、新たな木質部材の研究開発を促

進するとともに、県内の製材業者等からの試験

依頼や製品開発に、積極的に活用できるものと

考えてございます。

左の13ページに戻っていただきまして、２の

事業の概要ですが、予算額は8,208万円をお願い

してございます。

私からの説明は、以上となります。

○福田みやざきスギ活用推進室長 みやざきス

ギ活用推進室でございます。

常任委員会資料の15ページをお開きください。

改善事業、みやざきＷＯＯＤ・ＬＯＶＥキャ

ンペーン事業でございます。

１の事業目的・背景ですが、宮崎県木材利用

促進条例の制定を契機に、本県の豊かな森や木

づかいの意義についての県民理解を深め、ウィ

ズコロナを踏まえた新しい生活様式への移行に

際し、さらなる木材利用を促進するキャンペー

ンを実施するものであります。

右の16ページの現状と課題を御覧ください。

１では、テレワークの対応など、長期の巣ご

もり生活等を背景に、癒やしや温もりを与える

森林のニーズや木材利用への機運が高まってお

ります。

また、２の木材利用の動きでは、先ほど申し

ました、本年３月の県木材利用促進条例の施行

をはじめ、国では、公共建築物等木材利用促進

法において、対象建築物を民間まで広げる法律

改正が行われるなど、2050年カーボンニュート

ラルの実現に向け、さらなる木材利用の拡大が

期待されております。

このため、事業内容及び効果にありますよう

に、①のプロモーション2021では、テレビ、Ｓ

ＮＳ等のメディアを活用し、本県の森や木づか

い事例をはじめ、昨年度、事業実施しました、

県産材を使った新しい生活様式に対応した施設

整備の事例等を紹介する啓発ＣＭや特別番組を

放送するとともに、プレゼント企画などの実施

を考えております。

また、新たな取組としまして、②のチャレン

ジでは、例えば、木のおもちゃを使った木育体

験など、木材利用を促す県民参加型の取組を、

コロナ禍ではありますが、創意工夫しながら実

施を考えております。

左の15ページに戻っていただきまして、２の

事業の概要ですが、予算額は2,343万8,000円で

あります。

３の事業効果ですが、身近な生活空間等に癒

やしや温もりなどの快適感を創出する木材利用

の機運醸成を行うことによりまして、豊かな県

民生活の実現と県産材の需要拡大が図られるも

のと考えております。

説明は以上であります。よろしくお願いいた
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します。

○岩切委員長 執行部の説明が終了しました。

議案等についての御質疑をいただきたいと思

います。

○山下委員 確認を含めて順番に行きたいと思

います。

まず、ポストコロナを見据えた持続可能な森

林づくり推進事業なんですが、実施主体は県と

いうことですよね。これは、各森林組合とかに

委託していく事業ですかね。

○長倉環境森林課長 ２つの事業がございます

けれども、いずれも委託で考えておりまして、

①の森林産業オープンイノベーション創出事業

につきましては、事業全体の運営をコンサル会

社等に委託をしようと考えております。

②の新たな林業人材活用可能性調査事業につ

きましては、これは企画提案型にあって、人材

派遣会社のほうに委託をしようと考えておると

ころです。

○山下委員 分かりました。

また今から説明を求めたいと思うんですが、

様々な事業を計画される中で、受け皿となるべ

き団体・組織がコロナ禍の中で人材の確保も含

めスムーズに、いろんな事業に取り組むことに、

皆さん方がどれほど期待をされているのか。

事業というのはやってみないと分からないん

ですが、私も久しぶりにこの委員会に帰ってき

て、新たな取組が多いんだなと認識をさせてい

ただいたんですが、例えば、今、現場での事故

等がかなり多いということで、それぞれ安全講

習、新規に向けては森林組合等でかなりの訓練

とか研修をしてきました。県土の70％を山が占

めている、そして丸太の生産量が30年も日本一

位という中で今、非常にこの資源を生かすとき

だろうと思うんですよね。

人材を抱えようとするときに、何をもって魅

力的な発信をするのか、その裏では、事故もか

なり多発しておりますから、その安全対策を含

めてどのような認識で一貫的に事業を進めよう

とするのかをお聞かせください。

○長倉環境森林課長 委員のおっしゃるとおり、

林業現場での労働災害の発生率というのは、グ

ラフで示しておりますとおり、全産業に比べて10

倍程度あるということです。ただ、その中でも

造林作業については、人の手での作業が多いも

のですから、災害発生率としては比較的少ない

というところで、まずはその造林作業の部分へ

の人材確保ということで、まだ、こういった作

業内容ごとに、どのくらいの労働強度があるの

かや実際やったときの作業の危険度といったと

ころの実証に取り組んでなかったものですから、

この事業によりまして、今後の人材確保の可能

性を探るという意味での下地作業、下地事業と

いうことでチャレンジしてみたいと考えており

ます。

コロナ禍の中で、例えば、サーフィンをしな

がら宮崎で仕事をして暮らしたいという方もい

らっしゃいますので、そういった方々の取り込

みというものも見据えながら、可能性を探って

いきたいと考えているところです。

○ 原委員 ①森林産業オープンイノベーショ

ン創出事業の、独自の技術やノウハウを有する

異分野人材の異分野というのはどういうのを考

えていらっしゃるんですか。漠としてよく分か

らない。何となく分かるような。

○長倉環境森林課長 これは、ＩＴＥとかサー

ビス系の企業とか、例えばメーカーでいくと、

住宅メーカーであったりとか商社、また、ベン

チャー企業などの人材を考えております。

○ 原委員 コンサルティング会社という言葉
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が出てきたように思いますが、それとは全く別

な、こういうことを専門にしている会社という

意味ですかね。

○長倉環境森林課長 この事業全体の運営を企

画して委託するところはコンサルティング会社

を考えておりまして、実際、参画していただく

異分野人材、企業については、住宅メーカーで

ありますとか、ＩＴサービス系の企業、商社等

を考えているところです。

○ 原委員 コンサルティングというのはいろ

んな会社があると思うんですけれど、林業、森

林産業に関するコンサルティングの会社、こう

いう知識がないとできないコンサル会社が─

コンサルにもいろいろありますよね。福祉関係

のコンサルだったり、土木関係のコンサルだっ

たり、あるわけだけれども、この事業の場合は、

どういうコンサルティング会社で、どの程度あっ

て、どこにあるのか、教えていただけると。

○長倉環境森林課長 必ずしも森林林業関係に

知識のあるコンサルということは考えておりま

せんで、こういった人材を募集して、講座等を

企画し、事業プランを検討する現場体験だとか、

報告会だとか、そういったのを企画できる会社

という意味で考えております。

もちろん、林業関係の知識があればよりいい

んですけれども、その辺りは企画提案で委託先

を募集しまして、決定していきたいと考えてお

ります。

○ 原委員 その会社の所在はどういうところ

にあるんですか。

○長倉環境森林課長 ぱっと浮かばないんです

けれども、恐らく県内外問わず公募はいたしま

すので、やはり都市部の東京辺りの会社も応募

してくるのかなと考えております。

○ 原委員 分かりました。

事業プランの策定は今年度末ということです

かね。

○長倉環境森林課長 今年度末までに事業プラ

ンをつくりまして、できれば、その後は、企業

と林業関係者のつながりの中で、次年度以降、

そのプランを実現していただくと。

○ 原委員 来年度以降は企業と組んで、それ

を実現化していくというロードマップになって

いるということですよね。

労働災害の話も出てますから、せっかくです

ので併せて教えてください。

数年前に、１年に５～６人とかもっと多い数

字で、山の仕事で人が亡くなったことがあって、

私もたまたまそのときに委員会におりましたけ

れども、委員長報告の中にもこの対策をしっか

りやるようにということで、先ほど山下委員か

らも話があったように、いろんな勉強会だとか、

安全のための講習とかを開いていただくように

なったんだと思っています。

最近新聞にあんまり死亡例とかないようです

が、例えば、ここ直近の１年間当たりの労働災

害の発生状況はどのようになっているか、その

内訳も教えてください。

○有山山村・木材振興課長 ここ直近で、今年

度は、１件の死亡災害が発生しておる状況で、

昨年は林業と木材産業とそれぞれ１件ずつあっ

たように記憶してございます。

一昨年度が多くて、５件の死亡災害があった

ということで、年度の途中で、死亡災害緊急警

報という形で注意喚起もさせていただいたとこ

ろです。

死亡災害のゼロを目指すということが必要な

んですけれども、場所によって状況が変わるこ

ともございます。毎朝のミーティングとか、そ

ういった基礎的なところも指導してきていると
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ころでありますけれども、県としましては、就

業者自身への育成─林業大学校を通じた就業

者の育成─だとか、また、先ほど山下議員か

らもありましたけれども、若者の地方回帰の中

で、魅力ある職場をつくっていく、その中で労

働災害があってはならないということで、林業

の技術向上とか、そういったのを大学校とも連

携しながらやっております。国のほうでも従事

者の技能向上もあるんですが、就業環境整備ま

たは社会経済的地位の向上を目的として、技能

習得レベルの評価をするための評価制度を設け

るような動きがございます。

全国森林組合連合会など、林業関係の７団体

が平成31年４月に林業技能向上センターを中心

として、業界レベルの向上を図るための試験の

創設を目指して検討会も開かれているようなの

で、県も林業技術センターと連携しまして、対

策に取り組んでいきたいと思っています。

○ 原委員 ここまでにしますけれども、この

労働災害をゼロにと出ましたけれど、やっぱり

ゼロを目指していかないと、一方では新規の担

い手を求めても、そんな危ない職場にはみんな

来たがらないわけで。

この労働災害の発生率というのは、例えば昔

工場なんかでも非常に高かったんですね。だか

ら、ＱＣ活動とか何とか言いながら、労働災害

ゼロを目指して─やっぱり昔は旋盤一つ使う

にしても工場で、手袋してやってた。手袋だと

一見安全に思えるんですね。ところが、一旦切

り込むと手まで入り込んでしまうから、素手の

ほうがいいんですよね。

労働災害がなくなるように、一つ一つ作業分

析しながら─例えば上から落下するものがな

いように工場を造るとか、非常に細かいところ

までやってきて、労働災害ゼロを目指して、い

い職場づくり、産業づくりをやってきたわけで。

おととし５件、亡くなったんですか。これは、

ゆゆしき問題だと思うんですよね。

これ聞いて、林業やろうかって、皆さん、ど

うですか、やっぱり行きたくないでしょう。だ

から、県としてここに相当な力を入れて─実

際はそれぞれの業者さんが地元で、山でやられ

ることでしょうけれども、そのときの発生状況

がどうだったのか、じゃあ、何ができるかとい

うことは考えていただきたい。

私の近くでも友達が２人ぐらい、過去数年の

間に思いがけない事故で亡くなってますから、

結構多いんだろうなと、また改めて思いました。

ぜひこのことについては、林業の専門家の皆さ

んがいっぱいいらっしゃるわけで、よろしくお

願いをして、それがまた担い手づくりにつなが

るんだということ。やっぱりいい職場づくりっ

てやっていかないといけないと思うので、この

労働災害対策についてはしっかりやっていただ

きたいということを申し上げておきます。

返事は要りません。やっていただいているこ

とは分かっています。

○山下委員 今、 原議員のほうからいろいろ

とありました。

私も、実は都城で同じ酪農家の仲間が２名亡

くなりました。一人は自宅の近くの風倒木を自

分で切ってて─もうベテランなんですよね。

その人が夕方帰ってこないということで、奥さ

んが行ってみたら、倒木が直撃して、その場で

亡くなってた。

もう一人は、やっぱり酪農家の─２人とも70

代なんですが─ユンボも持っとって、自分の

牧場の木の切り出しやらしよったんですよね、

牧場ですから、近くに繁山があったりして。非

常にそういう仕事が好きで、暇があれば山の手
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入れをする方でした。この方も、伐採中に木が

倒れてきて、即死でした。あれだけ慣れた人が、

周りもびっくりしたんですよね。

だから、若い人を呼び込んで、すばらしい夢

とロマンを与えて、話題性を持って、自然の中

で仕事をする、いいことだよと教育していく、

だけれど、それなりのリスクがあるということ

を徹底して教育しないといけない。

それと同時に、皆さん方が森林組合とか、い

ろんな団体で安全講習会をされますよね。それ

とは別にそういう組織、団体に入ってなくて、

山を持っていて、自分で作業しているときに亡

くなる方もかなりおられますから、その辺の安

全対策や情報共有、指導というのは、今、実際

やっておられるんですか。

○有山山村・木材振興課長 安全研修会という

のは、林業労働災害防止協会、団体と一緒になっ

て災害防止の取組をしてございますけれども、

その林災防の会員になってない方、業者もたく

さんいらっしゃいます。その方々に対しまして

も、研修会の案内をさせていただいていますの

で、どうしても手を挙げてもらわないといけな

いんですけれども、毎年そういった研修会を通

じて類似災害の防止─先ほどの委員のお話に

もありましたけれども、特に人力伐倒による災

害というのが多うございます。

その点で言えば、安全装備、チェーンソーの

チャップスとか防護具、そういったものを補助

もさせてもらっていますし、国と連携して高性

能林業機械の機械化の導入も進めてございます。

また、もし万が一災害が起きた際─転倒と

か転落とか─そういった際に、携帯電波の届

かないところでも管理者に通信が行くような通

信機器の導入などについても、支援をさせてい

ただいているところでございますので、そういっ

たものを通じて、労働災害ゼロを目指していき

たいなと考えてございます。

○右松委員 林業事項ではないんですが、同じ

く３ページの新たな林業人材活用可能性調査事

業なんですが、３点まとめてお伺いしたいので、

教えてもらうとありがたいなと思います。

担い手と労働内容の、森林組合と人材派遣会

社とのマッチングということで、この人材派遣

会社というのは、全国的に造林なり、林業に携

わる人の派遣実績のある会社─人材派遣会社

もいろんなのがありますので、どういったとこ

ろの想定をされているのかが１点目。

それから２点目、再造林率が若干低めの、県

央とか、ちょっと遅れているところがあります

よね。そういったところにエリアを絞って森林

組合との連携を図っていきたいと考えておられ

るのか。

それから３点目、その対象なんですけれども、

県内人材なのか、それとも課長が先ほど話され

た、サーフィンの移住とセットで考えておられ

るのか、あるいは外国人とかも含めてなのか、

その３点、まとめてお伺いしたいと思います。

○長倉環境森林課長 人材派遣会社との連携と

いう部分ですけれども、実は、労働者派遣法の

関係では、造林作業のうちの地ごしらえは建設

作業と類似しているということで、労働者派遣

法の対象外となっております。

また、植栽の業務についても、同じく労働者

派遣法の適用除外業務になっておりますので、

それ以外の造林作業のうちの下刈りだとか、ツ

ル切り、除伐、枝打ち、間伐、その辺りを主に

対象にして可能性調査をしようと思っています。

人材派遣会社というのは、そういった労働者派

遣法の対象除外の部分がございますので、これ

まで林業分野で、こういった人材派遣というの
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は出てきてないところです。

新たな切り口になりますので、実際、公募し

たときに、どういった人材会社に手を挙げてい

ただけるかはちょっと不透明な部分はあります

けれども、地元の人材派遣会社とも少し話はし

ているところですので、その辺を見ながら公募

をさせていただきたいと考えております。

あと、エリアを絞った調査かという部分です

けれども、森林組合を一つ、モデルとして選定

しまして、その森林組合内でのエリアでやろう

と考えております。

今、話をしているのは、南那珂の森林組合に

なります。この予算を議決いただきましたら、

本格的に話をしていきたいと思っております。

また、参加していただく人材ですけれども、

これも事業を進めながら、人材派遣会社とも協

議しながら進めていくことになりますので、詳

細についてはまだはっきり決めているわけでは

ありませんけれども、県内外で区別することな

く募集したいと考えております。

○右松委員 労働条件とかはこの南那珂の森林

組合との調整で進めていくということでよろし

いでしょうか。

○長倉環境森林課長 その辺りも作業の内容を

再分化して、それごとの労働強度等を分析しな

がらという部分で、南那珂が選定されれば、人

材派遣会社と南那珂森林組合との協議の中で、

県も入って、詳細を詰めてまいりたいと考えて

おります。

○ 原委員 ちょっとさっきの労働災害に関連

して、ＳＦＴＳ─重症熱性血小板減少症候群

というのは、結構、宮崎県は全国の中で発症率

が高くて、今年も２人ぐらい亡くなってますか

ね。いわゆるダニだけれど、この辺りの担当と

いうか、これは環境森林部がその辺りの防除と

いうか、どこが所管しているんですかね。

○佐沢環境管理課長 私、前の職場が衛生環境

研究所で、ＳＦＴＳ、マダニによる病気なんで

すけれども、その本課は、感染症対策室……。

○ 原委員 福祉保健部。

○佐沢環境管理課長 はい。そちらのほうになっ

ております。

○ 原委員 それは、専門的、ウイルスの関係

になるからでしょうけれども、何か環境森林部

としても、非常に詳しく、深く携わって研究し

ても─いわゆる労働災害の一環みたいなこと

になるんじゃないかなと思うので、希望してお

きます。

前、おられたんであれば、頑張って、どこか

に係、担当を増やして、ＳＦＴＳ、マダニ何と

か対策室みたいな。

○山下委員 今、 原議員の中で、ちょっと私

もそうだったと思ったことがあったんです。

白蝋病─振動で、チェーンソーをずうっと

使っている人たちが指が白くなって、血が回ら

なくなるんですよね。これは、チェーンソーが

はやりだしてから、いわゆる長時間の振動で、

ずうっと使っていたがために、白蝋病が大きな

社会問題になりました。今、そういう状況はあ

るんですか。

○有山山村・木材振興課長 今は防振手袋とか、

チェーンソーの時間規制、連続使用２時間以内

といった労働安全衛生規則がございますので、

基本的にそれを守ってたら発生しないというこ

となんですけれども、昔は大きなチェーンソー

機械で、振動も大きく、防振手袋もしてないた

め白蝋病になった方がございまして、その方の

治療費として、今現在も補助をさせてもらって

いるところです。

現在も安全指導の中で、チェーンソーの振動
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障害防止のための対策は引き続き講じていると

ころでございます。

○山下委員 分かりました。では、社会問題化

はしていないということですね。

○有山山村・木材振興課長 そうですね。今現

在、社会問題化はしてございません。

過去に振動障害になった方への治験、治療を、

それを継続して観察させていただいているとい

うところでございます。

○岩切委員長 今、３ページのポストコロナを

見据えた持続可能な森林づくり推進事業の項で

やっているんですが、これに関連して御質問が

引き続きあれば、この際、お出しいただきたい

んですけれども、もしなければ、別の項でいか

がでございましょうか。

○武田委員 天神山ふれあい竹林再整備事業

と、13、14の新たな需要に対応した木材部の研

究開発促進事業で、この防護柵は、コンクリー

トでできているんでしょうか。よくあちこちの

ところに、コンクリートで木の形に見せたコン

クリートの柵とかがあるんですが。

○右田森林管理推進室長 防護柵につきまして

は、一部道沿い─舗装している道があるんで

すけれども─そこについては擬木を使ってい

るところがあります。

それと、林内の散策道路については木製の部

分があります。両方使い分けているような状況

です。

○武田委員 数年前に、木材利用センターの所

長とお話をしていたときに、木質のガードレー

ルとかの開発も一生懸命やっているということ

で、木材を建築以外に利用していくためには、

住宅建築だけじゃなくて、土木関係とか、そう

いうところにもっと利用していったほうがいい

んじゃないかという思いがありまして。

県、市町村等で、こういう公園であるとか、

そういうところを、擬木じゃなくて、しっかり

と防風処理がされていて、強度処理もされてい

る木材を少しずつでも使っていく。通常の道路

のガードレールであるとか、特に宮崎県は観光

地ですので、鉄のガードレールも、安全のため

にいいかもしれませんけれど、実際、木材のガ

ードレールでも十分そこを賄えるような強度も

あるという話をされていたので、木材利用のた

めにも県を挙げて、そういう方向に進まれたほ

うがいいと思うんですが、現状として県土整備

部との仕事ではなかなか簡単にいかないんで

しょうけれども、環境森林部ではしっかりとそ

こら辺を、全てそっち側に変えていくような方

向性は、現在のところどのようになっているん

でしょうか。

○福田みやざきスギ活用推進室長 木材の活用

につきましては、庁内では、県産材利用推進委

員会というのをつくりまして、全庁挙げて、そ

ういった木材の活用について情報共有の場と、

推進についての会議を開いているところでござ

います。公共部門につきましては、グリーン公

共事業推進部会というのをつくりまして、公共

３部の環境森林部、県土整備部、農政水産部の

事業において、木材をどのくらい使ったのかと

いう報告を受けておりまして、会議の中で、今

後もより推進してくださいということでお願い

をしているところでございます。

○武田委員 ＤＶＤを見させていただいて、実

際の木材で造られたガードレールに車を当てた

りとかしているのを大分見たんですよね。これ

なら十分だなということで、当時、市議会議員

でしたので、市議会のほうでも一般質問でさせ

ていただいたんです。それからもう７～８年ぐ

らいたっているんですけれども、木材のガード
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レールもなかなか見ないなとか、森林関係であ

ちこち行かせていただくと、結局、通路とかの

ところは、擬木が多いので、一生懸命皆さんが

推進はされているんでしょうけれど、なかなか

進んでないのかなという思いがあります。

特に宮崎県は杉の産地ですので、しっかりと

これをどんどん増やしていって、全国から宮崎

県に来られたときに、どこに行っても木だねと

いうよな、そういう県になったらいいんじゃな

いかなと思っていますので、今後ともぜひその

スピードを上げていただいて、頑張っていただ

くようにお願いいたします。

○ 原委員 木材を使ったほうがいいという話

なんですが、せっかく竹林なんだから、竹の中

の節をくり抜いて、中にコンクリを詰めて、そ

れを立てたほうがいいんじゃないんですか、そ

れは、回答要りませんけど。

この竹林は、種類は何種ぐらい生えているん

でしょうか。

○右田森林管理推進室長 天神山竹林は、16種

類の竹を植栽しております。

○ 原委員 春先にはタケノコが出るわけです

けれども、これは採取できて、市民の皆さん方

は─私は最近まで、どこにあるか知らなかっ

たんですけれども、この前、地図で調べて、町

なかにあるなと、これはこれで、皆さんが大い

に親しまれて、いいことだろうと思うんです。

親しむとなると、中には花の咲く竹もあったり

とか、いろんな種類があって、特に春先のタケ

ノコ採取ですかね、それはまた食にもつながっ

ていくわけだけれど、ここでは自分で勝手に入っ

て採取できるんですか。

○右田森林管理推進室長 天神山の竹林につき

ましては、財産管理上、勝手に入って取ってい

ただくというのは、なかなかこちらからは認め

難いところではあります。地域の方で定期的に

林内を散策されている方とか、あるいはボラン

ティアで伐竹をされる方もいらっしゃいますの

で、そういった方から時々取っていいかという

ような話もありますけれども、そこは任意で、

採取されているような状況です。

○ 原委員 それは大げさに言えば、県有財産

でしょうから、なかなか不特定多数には難しい

のかもしれません。歯切れが悪い答弁になって

も仕方ないと思いますが、何かそういう楽しみ

もあれば、ふれあいを目的としているわけだか

ら、何かこう、いい方策を考えれば、もっと多

くの皆さんが春先に来られて、楽しまれるんじゃ

ないかという気がするんで。それは公平性とい

う点から難しいのでしょうが、そんな気がしま

した。意見として申し上げておきたいと思いま

す。

○右松委員 私も、地元の自治会の歩こう会と

か、青少年育成協議会もそうなんですけれど、

天神山公園を歩くんですよね。あと、桜祭りの

実行委員会がやっているバーベキューとかにも

参加させていただいていますが、一点だけ伺い

たいのは、ある程度年数を区切って、再整備を

定期的にやっているのか、それとも地元から要

望があって、こういう形で整備をされているの

か、県のほうでそのチェックをしながら再整備

を計画的にやっているのか、その辺りを教えて

ください。

○右田森林管理推進室長 定期的に伐竹や草刈

りといった作業は毎年、予算は多くないんです

けれども、委託して実施しております。

また、大きな改修といいますか、そういった

ものは、直近では平成８年から９年にかけて、

遊歩道やベンチ、あずまやとかの整備をしてお

りまして、それ以降は大きな改修等をしており
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ませんので、今回、この事業で活用させていた

だければと思っております。

○右松委員 大淀地区はもちろんですけれども、

結構、広範囲のところから天神山へ行くもんで、

ありがたいことですから、ぜひよろしくお願い

したいと思います。

○山下委員 ここの面積はどれぐらいですか。

○右田森林管理推進室長 総面積は2.45ヘクタ

ールになります。

○山下委員 竹林といえば、昔の物語、かぐや

姫があるんですけど、そんなロマンでも考えら

れないか。せっかくこういう事業に取り組む中

で、作り上げていくのであれば、何かもうちょっ

と話題性がつくれるような知恵はないのかな。

○右田森林管理推進室長 先ほど一部の地元の

ボランティア等による伐竹とか、そういう話も

させていただきましたが、地元のまちづくり協

議会のほうで、この竹林を活用して、竹の灯篭

だとか、夜のライトアップ、そういったものも

含めたまちづくりだとか、あと子供の学習の場

として活用していきたいという話も伺っており

ますので、地域の方といろいろ協議しながら進

めていきたいと考えています。

○山下委員 やっぱり魅力というのは、何かの

物語が必要だろうと思うんですよね。ストーリ

ーを何か作ってくれるとありがたいかなと思い

ます。

それから、７番目の林業大学校、かなり実績

を上げておられて、本当にいいときにこの林業

大学校をスタートしたなという思いなんですよ

ね。木材の値段も上がってきたし、宮崎県の資

源を生かすためには、こういう専門の大学をつ

くって、教育してよかったなという思いなんで

すが、ここにはプロセッサは今までなかったの。

あれは何台目ですか。

○ 島森林経営課長 一応、研修でプロセッサ

が１台ございます。

○山下委員 ２台目という理解でよろしいです

か。

○ 島森林経営課長 そのとおりです。機能は

格段によくなったものを導入させていただいて、

高性能林業機械─プロセッサはよく使う機械

ですから、人数も20人と多いので、台数が多い

分だけ触れるチャンスも多いので、技術習得に

しっかりとつながっていくと考えております。

○山下委員 安全対策のためにも、私もしょっ

ちゅう、プロセッサを見るんです。私は毎日高

速道路を使うんですが、 原議員も見ておられ

ると思うんですが、我々が往来する高速道路の

山の木がすごい勢いで切られているんですよ。

斜面にもうプロセッサやら、ユンボも入って道

路を造りながら、プロセッサで木材を寄せて裁

断していく、その現状を見るんです。

いわゆる安全対策につながると思うんですが、

私の都城地域でも個人で木材搬出をやっておら

れる方も、ほとんどプロセッサを持っておられ

て、種類が足りないとも言われていて。今、県

内には何台ぐらいのプロセッサが入っているか

確認できますか。これは補助事業の対象にもなっ

ていると思うんですが。

○有山山村・木材振興課長 県内の高性能林業

機械の台数でございますけれども、令和元年度

の調査では773台が県内で利用されているという

ことで、高性能林業機械にはたくさんいろいろ

な種類が、プロセッサのほかにもフェラーバン

チャだとか、スキッド、そのフォワーダも入れ

ての台数でございます。合計773台が今導入され

ているということでございます。

○山下委員 もう確認はしませんが、かなり高

性能ですが、やっぱりこれも、重大事故につな
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がるような大型機械ですので、その辺は民間事

業者にも安全対策をしっかりとやっていただく

とありがたいと思っています。

それと、よろしいですか。

○岩切委員長 みやざき林業大学校研修環境整

備事業の項でございましたが、関連する質問が

あればこのうちに。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 では、別の項ということで、山

下委員、お願いします。

○山下委員 13ページの新規事業、新たな需要

に対応した木質部材の研究開発促進事業につい

て、これは木材利用技術センターで新たな圧縮

材を研究するんでしょうけれど、ちょっと確認

をさせていただきたいのが、以前、東日本大震

災があったときに─飯村さんが所長時代でし

た─私もちょうど環境農林水産常任委員会に

おって、プレハブの、いわゆる仮設住宅ですか、

それが非常に大きな問題になって、宮崎県では

木材がこれだけあるから、木材での仮設住宅を

やろうということで、もうほとんど１日で組み

立てが終わるんですよ。

だからこれはいいなと、基礎を打つわけじゃ

ないし、土台の束を入れて、５～６人でどんど

ん組み立てていくんですよ。だから、もう１日

で簡単に終わってしまうというような仮設の住

宅を造られてたんですが、木材利用技術センタ

ーでああいう取組をされた後のいわゆる成果を

今、どう位置づけされているのか、そこら辺を

分かってたら教えてください。

○橘木木材利用技術センター所長 仮設住宅に

つきましては、県産材で迅速に災害発生時に手

配できるように、木材をどこにどのような仕様

で、どのような建て方でというところを、県土

整備部の建築部門と共に研究・検討いたしまし

て、ある程度その設計図書、そういったものに

ついてはもうできております。あとはその部材

をどのように保管していくのかとか、どのよう

に迅速に運んで建てていくのかとか、そういっ

たところがございました。

現段階では、図面の作成、そういったところ

まではしっかりと県土整備部を中心にできてい

るというふうに伺っております。

あと、環境森林部といたしましては、木材を

どのように処理をして出していくのか、人手を

どうするのか、その辺りも協力をしながら検討

をしている段階ではございます。

具体的に、熊本地震では、熊本県内の業者に

よって仮設住宅が建てられたりとか、そういっ

たことでございまして、県の木材関係者もいろ

いろと知恵を出したり、独自に設計の意匠を考

えられたりとかして、いろんな動きがございま

したけれども、災害の協定もてきておりますし、

原則的には九州内の連携の中で取り組んでいく

ことで、手はずを整えたと聞いています。

○山下委員 ありがとうございます。

あれが一過性で全て終わっているんじゃない

かなという、心配があったもんですから。これ

だけ危機管理を言われる中、今回の質問でもか

なり出ましたけれども、その一環として、しっ

かりと継続─私は案内があって組み立てる現

場をちょっと見に行ったんですが、これはいい

なと、災害に遭った人、家族がみんなで入れる

ような、いい住宅設計になっていましたから、

それが生かされる対応をしっかりと取っていた

だいているとありがたいと思います。

○ 原委員 今後のために教えてほしいんです

が、この中高層建築物について、建築基準法が

いろいろ変わってきたんですが、木造では今、

何階まで建てられるように─耐震のこととか
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あるんですけれども─なってるんですかね。

○有山山村・木材振興課長 耐震の関係という

よりは、燃焼の時間で２時間耐火、１時間耐火

といった具合に基準がございまして、ちょっと

最近改正されて大分緩和はされてきておる傾向

にあるんですけれども、何メーターだったのか、

ちょっと記憶があやふやなんですが、そういっ

たその燃焼時間を確保できているということで。

すみません、建築基準法の改正で、高さ16メ

ーター未満または３階までの木造建築物につい

ては、耐火構造とすべき木造建築物から除外、

木材をそのまま見せる（あらわし）等の耐火構

造以外の構造が可能となるよう、合理化されて

いるということでございます。

背景には、木材の部材の技術開発もあるんで

すけれども、消防の技術の向上といったことも

ございまして、そういった耐火建築への木材の

使用というのが進んできておるような状況でご

ざいます。

こういったのを追い風に、木材利用の促進を

都市部でも図っていきたいと考えてございます。

○ 原委員 完全木造で16メーター未満あるい

は３階以下ということですか。16メーターとな

ると、階高３メーターにしたときは５階近くな

るけれど、もうちょっと詳しく、そこのところ

教えてください。

○有山山村・木材振興課長 高さ16メーター未

満または３階までの木造建築物については、耐

火構造とすべき構造建築物から除外、木造建築

物から除外ということになります。

○ 原委員 それは戸建て、それともアパート

形式でもいいということですか。

○有山山村・木材振興課長 あとは延床面積で

決まっておりまして、500平米以上、1,000平米

以上といったところで基準がございます。ちょっ

と今手元にないのですが、そのレベルでさらに

規制が強化される、1,000平米を超えると規制が

強化されるような状況でございます。

○ 原委員 分かりました。

また、根拠法令とか、後日で結構ですのでお

教えいただく。

和牛のプロモーションでロサンゼルスに行っ

たときに、何階建てだったでしょうかね、大き

なアパートが何棟も木造で建っているんですよ。

あれを見てびっくりして、こちらの消防法や耐

震の考え方の違いもあるんでしょうけど、構造

的─耐力的には昔の法隆寺とかを見てもそう

だけれど、高層を建てるというのは理論的には

可能なわけですよね。これは建築の専門じゃな

いと分からないですかね。

○有山山村・木材振興課長 なかなか詰めて聞

かれると厳しいところはあるんですけれども。

○ 原委員 分かりました。

そっちは、建築の専門のほうに。

○有山山村・木材振興課長 また後日、説明を

させていただきたいと思います。すみません。

○岩切委員長 よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 では、次に報告事項に関する説

明を求めます。

委員の質疑は執行部の説明が全て終了した後

にお願いいたします。

○長倉環境森林課長 常任委員会資料の17ペー

ジをお開きください。

１の令和２年度宮崎県繰越明許費繰越計算書

についてであります。

これは、令和２年度に議会において承認いた

だきました繰越事業について、繰越額が確定し

ましたので、御報告を行うものであります。

主管課ごと、事業ごとに記載しておりますが、
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一番下の合計の欄にありますとおり、環境森林

部全体で20事業、繰越額は91億2,875万5,000円

となっております。

繰越理由につきましては、表の右側に事業ご

とに主なものを記載しておりますが、工法の検

討に日時を要したものや、国の補正予算の関係

により工期が不足したことによるものなどであ

ります。

次に、18ページを御覧ください。

２の令和２年度宮崎県事故繰越し繰越計算書

についてであります。

自然環境課の３事業で、繰越額は合計で６

億1,810万9,430円であります。

そのうち、山地治山事業及び緊急治山事業の

繰越理由は、施工中の大雨による災害発生によ

り、工法の検討等に日時を要したことによるも

のであります。

また、自然公園等整備事業の繰越理由は、入

札の不調により契約締結に日時を要し、工期が

不足することによるものであります。

説明は以上です。

○岩切委員長 執行部の説明が終了しました。

報告事項について、質疑はありますでしょう

か。

○山下委員 この事故繰越やら、繰越明許費で

すが、業者の応札がなかったとか、何かそうい

う案件はないんですかね。入札の不落とか、そ

ういう案件は全くなかったという認識でよろし

いですか。

○藤本自然環境課長 この18ページの事故繰越

の自然公園関係の事業につきまして、入札不調

ということで発生しております。

○ 島森林経営課長 林道事業におきましては、

２件が不調・不落で、令和２年度の繰越明許の

ほうなんですけれども、繰越理由となっており

ます。

○山下委員 以前、西米良村の案件もあったと

思うんですが、今は災害が奥地になると非常に

経費がかかるということで、危険を伴うし、業

者がなかなか行きたがらないという話も聞い

とったもんですから、今、順調にその辺の入札

が行われているのかなという思い。部長でも次

長でも誰でもいいんですが、総括して、今、建

設業者と皆さん方発注者側とで、入札状況は問

題なくスムーズに進んでいるんですか。

○黒木環境森林部次長（技術担当） 建設業界

と環境森林部との意見交換会をして、特に森林

土木協会─森林土木の工事を主にやっている

建設会社さんたちの集まりになるんですが─

というのがございますけれど、協会と私どもで、

この前も意見交換をしたところでございます。

今年は年４回やりましょうということで、不

調・不落の原因は、今のところは基本的に、国

土強靭化で事業がかなり多くなってきておりま

すので、やはり、委員の言われたとおり、条件

の悪いところは後回しになってしまうというと

ころもあります。なるべくそういった課題を少

なくする、入札につきましても、例えば、見積

り合わせで行えるものは見積りでやるとか、い

ろんな賃金単価を上げられるところは─山林

砂防工とか─使えるものは使っていくという

ことで、皆さんの意見を聞きながら、変えられ

るところは変えていくと。

それから、国の基準を変えていかなくてはい

けないものは、林野庁と打ち合わせしながら、

業界と県とが一体となって要望していきましょ

うというような話を前回もしたところでござい

ます。

○山下委員 ということは100％、皆さん方が、

いわゆる入札に出した分については、事業は進
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捗しているということで理解しとってよろしい

ですか。

○黒木環境森林部次長（技術担当） やはり発

注時期によりましては、先ほど言いましたとお

り、応札者がいなかったり、それから少なくて

不落になったものがあるんですが、繰り返して

またいろいろ設計書を見直したりすることに

よって、最終的には、そういった不落・不調は

なくなっているところでございます。

○岩切委員長 ありがとうございます。

ほかにありますでしょうか、よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 では、その他報告事項について

説明を求めます。

質疑は執行部の説明が終了した後にお願いを

いたします。

○佐沢環境管理課長 常任委員会資料19ページ

をお開きください。

令和２年度大気、水質等の測定結果について

御説明いたします。

（１）目的は、県民の健康を保護し、生活環

境を保全するために、関係法令に基づきまして、

大気や水質などの汚染状況を監視することであ

ります。

（２）測定結果の総括は、本県の大気、水質、

ダイオキシン類の測定結果は、一部の項目で、

環境基準を超えた地点がありましたが、おおむ

ね良好でありました。

（３）大気の測定結果の①大気汚染常時監視

は、表１の大気汚染常時監視の測定結果を御覧

ください。

二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、

一酸化炭素の４項目は、全ての測定局で環境基

準を達成し、上から３つ目、光化学オキシダン

トは全ての測定局が、下から２つ目、微小粒子

状物質─いわゆるＰＭ2.5は、大宮小学校自動

車排出ガス測定局で環境基準を未達成でした。

②有害大気汚染物質モニタリング調査は、ベ

ンゼンなど４項目について、全ての地点で環境

基準を達成いたしました。

③今後の取組は、良好な大気の状況を維持す

るために、常時監視や発生源に対する監視指導

を継続し、国に対して、国際的な取組の継続を

要望してまいります。

（４）水質の測定結果の①公共用水域は、右

側の20ページの表の２の公共用水域の主な測定

結果で御説明いたします。

生活環境項目のＢＯＤにつきましては、１水

域、都城市の花の木川で環境基準を未達成であ

りました。

また、健康項目のヒ素が２地点、高千穂町の

土呂久川の東岸寺用水取水点、岩川用水取水点

で環境基準を未達成でありました。

②地下水は、表３の地下水の測定結果で御説

明いたします。

概況調査は、メッシュ調査、有害物質使用事

業場周辺調査、定点調査の77地点全てで環境基

準を達成いたしました。

継続監視調査は、48地点中17地点で環境基準

を未達成でありました。

17地点の内訳は、米印７のとおり、ヒ素が４

地点、揮発生有機化合物が９地点、硝酸性窒素

及び亜硝酸性窒素が４地点であります。

③今後の取組は、良好な水環境を維持するた

めに、公共用水域や地下水の常時監視はもとよ

り、発生源に対する監視指導を行うとともに、

生活排水対策を継続して実施いたします。

21ページをお開きください。

（５）ダイオキシン類の測定結果は、表４の

ダイオキシン類の測定結果で御説明いたします。
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常時監視は、全ての地点で環境基準を達成し

ました。

発生源自主検査は、大気の67施設中１施設が

排出基準を超過いたしました。

この表の上の②発生源自主検査の３行目を御

覧ください。

県では、使用を停止させた上で改善を命じ、

現在改善中であります。

表４にお戻りください。

発生源立入検査は、大気の39施設中６施設で

排出基準を超過いたしました。

この表の上の③発生源立入検査の１行目を御

覧ください。

６施設が排出基準を超過したため、使用を停

止させた上で改善を命じ、５施設は改善を確認

し、残る１施設は改善中であります。

④今後の取組は、良好な環境を維持するため

に、常時監視や発生源に対する監視指導を継続

して実施いたします。

大気水質等の測定結果については、以上であ

ります。

次に、常任委員会資料23ページをお開きくだ

さい。

令和３年度海水浴場水質調査結果について御

説明いたします。

（１）目的は、海水浴場の水質等の現状を把

握し、その結果を公表して、県民等の利用に資

することであります。

（２）調査実施機関は、県と宮崎市でありま

す。

（５）調査対象海水浴場は、右側の24ページ

を御覧ください。

県内14か所を調査いたしました。

左側の23ページにお戻りください。

（６）調査結果は、このページ一番下の表の

判定基準では、14か所全てが、海水浴場の水質

が適の水質ＡＡと判定されました。

環境管理課の説明は、以上であります。

○有山山村・木材振興課長 資料の25ページを

お開きください。

３、県内における木材価格の動向等について

御報告いたします。

米国や中国の旺盛な木材需要等を背景に、昨

年末から世界的な木材不足による価格上昇が生

じてございます。

国内におきましても、コンテナ不足も相まっ

て輸入製材品が減少し、その代替として、国産

製材品の引き合いが強くなり、木材価格が上昇

してございます。

（１）県内の木材価格の動向につきましては、

県森連の原木市場平均価格をグラフに示してご

ざいますが、大きなグラフが昭和54年度からの

年度別の平均価格の推移でございまして、右肩

の小さなグラフが直近の月別の平均価格の推移

でございます。

右肩のグラフにございますように、本年３月

には１立方メートル当たり約１万1,000円でござ

いましたが、４月以降上昇しまして、５月は約

１万4,300円と、平成12年１月以来、21年４か月

ぶりの価格水準となったところでございます。

次に、（２）県内の林業・木材産業等の状況で

ありますが、①素材生産につきましては、本年

１月から５月までの原木市場の出材量の累計は、

例年よりやや増えている状況にございます。

また、昨年、素材の市場価格の低下から立木

購入を手控えていたことで、伐採する立木のス

トックが少ない事業者もいると伺っております。

②製材品につきましては、県外からの引き合

いが強く、受注が好調で価格も上昇しているも

のの、労働力の確保や木材の乾燥能力といった、
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雇用や生産能力の面から、これ以上の増産は厳

しい状況にあるようでございます。

また、一部の工場では、素材価格の上昇に製

材品価格が追いついていない工場や、素材価格

の上昇などにより、素材の調達に苦慮している

工場もあると伺っております。

③県内の本年１月から４月までの住宅着工戸

数の累計につきましては、昨年とほぼ同じ状況

でございます。

また、県内の工務店等への聞き取りによりま

すと、製材品の調達状況は、一部に輸入製材品

が不足しているとの声も聞かれましたが、現時

点での影響は小さいようでございます。

最後に、（３）これらを受けた県の対応でござ

いますが、本年５月下旬に国及び林業関係団体

との意見交換会を開催いたしまして、県から輸

入製材品の価格動向等の情報を提供するととも

に、林業団体から原木や製材品の需給動向やそ

れぞれの課題等に対する情報共有を図ったとこ

ろでございます。

木材供給県であります本県としましては、外

材から県産材への転換のチャンスを捉えて、引

き続き、県産材の需要拡大や安定供給体制の構

築に向けて取り組んでまいりたいと考えてござ

います。

説明は以上であります。

○岩切委員長 執行部の説明が終了しました。

その他報告事項について質疑はありませんで

しょうか。

○河野委員 水質の測定結果の中で、健康項目、

ヒ素の部分で、高千穂の土呂久川が２点未達成

だということでありますが、土呂久川の取水点

というのは２点だけなんでしょうか。

○佐沢環境管理課長 土呂久川は２点、２か所

でございます。

○河野委員 人体に影響のあるほどの未達成な

のか、というのはいかがでしょうか。

○佐沢環境管理課長 人体に影響あるかどうか

の判定は、水道の基準がございまして、それで

は環境基準と同じ0.01ミリグラムパーリッター

でございます。

○ 原委員 20ページ、この花の木川、山之口

だと思うんですけれど、あんまり大きな川では

ないですね。恐らく畜産かなという気がするん

ですけれど、畜産廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律だったかな、何年か前にできて、地下水

汚染の基準が、かなり厳しくなりましたよね。

これは、農政水産部の担当になるのかもしれ

ないけれど、この原因は何ですか。昔から汚い

ところだと私も認識してましたが、その辺りの

対策はどうなっているのか。

○佐沢環境管理課長 花の木川は水量が少なく

て、外部からの汚染が入ると、すぐ水質が悪化

するという特徴のある川でございます。

こちらの川につきましては、委員おっしゃっ

たとおり、上流のほうに畜産をやっているとこ

ろがございます。ここについては、都城市や都

城保健所の職員が立入検査とか、そういうのを

行っております。

もう一点は、生活排水による汚濁もあると思っ

ております。こちらの上流までは農業集落排水

施設が整備されていますけれども、なかなかこ

れに接続していただけていない御家庭が多いと

聞いておりまして、都城市のほうが戸別訪問と

かチラシで接続について啓発を行っております。

○ 原委員 ということは、これは改善されな

いまま、今、ずうっと続いてきていると理解し

ていいですかね。

これは、いずれは大淀川に注いで、相生橋の

ところで水を取って、皆さん方が飲んでおられ
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ますから、私たちは別な沖水川の上流にいるの

で、きれいな水を飲んでます。正直申し上げて、

私はもう県会議員になって26年になりますけれ

ど、こちらに来て、初めてカレーを食べたとき

に、水を飲みました。ここ、臭いんですよ、やっ

ぱり。臭いし、カルキも多い。だから、僕はあ

れからいっときはカレーを食べなかった。今で

もこちらで出される水は、飲んでません。清武

辺もちょっと違うみたいですね。昔、都城土木

事務所や振興局に勤めている県庁職員の皆さん

は、向こうで水道水をくんで帰ったという、こ

ういう楽しい笑い話もあるんですけれど、これ、

やっぱり真剣にやらないと皆さんも大変ですよ。

ですから、何とか早く対応するように、やっ

ぱり法律があれば厳しくやるべきですよ、こう

いうのは。公共水域ですから、ちゅうちょせず

にやっていただきたいなと思います。

○佐沢環境管理課長 委員のおっしゃったとお

り、公共のもの、川はみんなのものですので、

その汚染に対する指導は厳しくやっていきたい

と思います。

○山下委員 最後の木材価格の動向なんですが、

今、ウッドショックということで、いわゆる製

材業界の皆さん方が大変心配されておりまして、

やっぱり需要が海外から入ってこないとかです

よね、アメリカがコロナ禍で住宅発注が物すご

い増えて、そこからカナダ産とかも日本に来な

くなったと、そういうこともあって、本当に久

しぶりにこういう値段になって。

大事なことは、今まで木材価格がいわゆる再

生産可能な価格帯じゃなかったんですよね、立

米8,000円とか、そんな値段でしたから。やっと21

年ぶりに高騰してきて、今がチャンスだろうと

思うんですよ。

ずっとこの価格帯が続くと思わないんですが、

やっぱり森林の財産をこれだけ持っている県と

して、今をどう有効に活用していくのか。

品質確認が厳しくなって、乾燥しないといけ

ないということで、それで製材メーカーは松形

知事時代に乾燥機を導入されて、乾燥機がもう

足らなくて、発注に対して供給ができないとい

うことも記事に書いてありました。

そこ辺の、このウッドショックの中で、皆さ

ん方が考えているこのビジネスチャンスと課題、

どのようにこれが解決できるのか、その見通し

についてちょっとお聞かせください。

○福田みやざきスギ活用推進室長 まずは、関

係団体等と意見交換をしながら、情報共有を図

りながら、需要の動向だとか、あと、先ほど申

しました業界の御意見だとか要望、そういった

ものを確認してまいりたいと、そしてその上で

対策をしてまいりたいと考えております。

ただ、それにはやっぱり需要の開拓も必要で

あろうし、そういう面では、今回提案させてい

ただいておりますキャンペーン事業だとかで、

県民のそういった木材の利用の醸成を図りたい

と考えております。

また、製材については、７割以上が県外に出

荷しているということで、当然、県外対策も重

要だろうということで、本年度、改善事業で実

施いたします、県外対策、そちらのほうも取り

組んで、今回、県外から外材の代替という形で

国産材の要望とかも来ているようですんで、そ

ういったのを、一過性ではなく、定着に向けて、

継続的な需要につながるような取組を進めてい

かないといけないと思っています。

また、既存の事業等もございますので、今回

の動向を念頭に、しっかりと取り組んでいきた

いというふうに考えておりますし、今回、県議

会の林活議連より御提案のございました条例の
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設定だとか、国の法律の改正だとか、そういっ

たのを追い風にしながら、国、団体と連携して、

国に要望も行いながら進めていきたいと考えて

おります。

そして需要の開拓、需要拡大には供給体制、

こちらのほうが大切ですので、現在、団体を通

じて、例えば施設の導入だとか、高性能機械の

導入だとか、そういった要望の調査を行ってお

りまして、その結果を見ながら、事業体の要望

等も踏まえまして、そういったものの導入に取

り組んでまいりたいと考えております。

○山下委員 ありがとうございます。

このビジネスチャンスをちゃんと生かしてほ

しい、そして山元にどれだけかえせるか、その

ための仕組みを今考えていかないと。

だから、今年度、補正でも何でもいいですか

ら、こういう値段が定着できるような仕組み、

そのためには需要を喚起しないといけないわけ

ですから、何かそういう政策も打っていかない

と。

今でも、県内の山というのは、丸太を切り倒

す以上に、木の立米数が増えているわけです。

その辺のことをしっかりと把握しながら、こう

いうチャンスをしっかりと山元にかえせる仕組

みと、そして売り先に安定供給できるよう、そ

の辺をしっかりとやっていってください。

それと、日向市の中国木材。あそこが、今、

何万立米ぐらい確保しているんですか。

あと、海外からの輸入額が多くて、それを製

材してたのかどうか分かりませんが、今、ウッ

ドショックの中での問題点というのはないです

か。

○福田みやざきスギ活用推進室長 中国木材に

つきましては、直接お話をする機会が４月にあっ

たんですけれども、最近ちょっとそういった機

会もございませんので詳細には分かっておりま

せんが、やっぱり原木の確保には苦慮されてい

ると聞いておりまして、大型製材工場ですので、

そういった動向や、県内の製材工場への影響と

いったところをかなり懸念されているところで、

そこのところはまた情報交換しながら進めてま

いりたいと考えております。

○ 原委員 木材の供給体制の話が出ました。

そこで、お願いなんですけれど、山元に還元

するというのは、そのとおりだと思います。私

の親も、昔は農家林家といって山を持っていま

したから。今、山を売っても１反歩幾らですか

ね、１平米10円ですかね。私も、もう管理でき

ないので、親父が死んだとき、兄貴と半分ずつ

売ってしまいましたけど、そういう状況です。

だから、山元にそれだけの還元をして、川上

から川下までうまく流れるというのは、本当に

そうだと思いますが、私は三股町ですけど、人

口が増えてます。若年層も多いので、結構、新

築の着工件数が多いところなんですよ。

だから、工務店は結構忙しくて、年間のうち

相当の数を抱えているところが多いです。そこ

から聞いた話で、この前、勉強会のときもちょっ

とお話ししましたけれど、安定的に取引をして

いるところは、製材業者さんが、あなたのとこ

ろは大丈夫だよって確保してもらっているそう

ですが、その時々の買い方をしている人という

のは、なかなか生産業者さんとの信頼関係がな

いというか、苦慮されているようで、ずっと供

給していただけるのか、木材を確保できるかと

いうことを経営者の方が大変心配をしていまし

た。

これは、景気対策にも関わることで、コロナ

禍というのが出てくるわけですけれど、減った

とはいえ、せっかく住宅の着工戸数があるのに、
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このことによって材料が高騰したり、入らない

ことによって滞ってしまうと、川下が狭く絞ら

れてしまって、川上も結果的には潤わないとい

うことになるので、この供給体制についてはしっ

かり需要と供給の関係を見ながら、体制を整備

していただきたいなということを希望しておき

たいと思います。何か御意見があれば。

○有山山村・木材振興課長 先ほど山下委員や

原委員からもありましたように、山元に還元

する国産材のサプライチェーンの構築というの

が非常に重要だと考えております。

業界紙の中でも言われているのが、ＪＢＮ・

全国工務店協会などでも、外材をもうこれから

当てにしないこととか、木材業者との付き合い

を大切にすること、また山や製材所に足を運ん

で関係をしっかりつくること、こういったこと

で、川下側からの連携の動きもございます。

県としましては、川上もやはり責任を持って

供給する、そういった信頼関係が構築できるよ

うに、お互いの意見交換の場とか、信頼関係が

構築できるような場づくりなんかも、改めて力

を入れて取り組んでまいりたいと思います。

○ 原委員 県の持つ調整機能を大いに発揮し

ていただいて、よろしくお願いします。

○内田副委員長 すみません、確認だけです。

先ほどの大気、水質の測定結果で、超過だっ

たり未達成のところで、人体への影響が特にこ

れはあるよというものが、もしあれば教えてく

ださい。

○佐沢環境管理課長 人体への影響について、

水質でいうと、健康項目、これが有害物質を表

しております。ヒ素が環境基準をオーバーした

ということで、水道水の基準と同じですので、

これを長期間飲むと危険なんですけれども、土

呂久地区は複数の水道施設がございまして─

たしか４か所だったと思います─そこは全部

土呂久川が水源でなくて、湧水を使っておりま

す。その湧水についても年に１回ヒ素の検査を

やっておりまして、基準に合致していると聞い

ております。

人の健康に直接影響があるというのは、この

ヒ素ぐらいかなと思っております。

○岩切委員長 ほかよろしいですか。

全体を通しての御質問がございますか。

○内田副委員長 全体を通して感じていること

なんですけれども、環境とか森林分野で、例え

ば、今回も持続可能という言葉が出ているんで

すが、ＳＤＧｓって言葉をあまり使われないな

といつも思っているんです。

環境省や林野庁は積極的に使って、国民に対

して推奨しているなと感じるけれども、宮崎県

として全面に出さない感じがあるなと思って。

国にいろいろ予算要求する際に、ＳＤＧｓとい

う言葉が入ってなくても理解を得られているか

ら使われないのかなと思ったり、ちょっといろ

いろ不思議な点もあったりして、時代の流れな

のになって思ったりもするんですよね。

あえて使われてないのか、ちょっとその辺を

伺いたいです。

○河野環境森林部長 大変失礼いたしました。

ＳＤＧｓは、非常に重要な観点からもちろん

取り入れています。それで、今年度スタートし

た第８次の森林・林業長期計画がございますが、

その施策一つ一つに、ＳＤＧｓの17の目標のう

ち、どれが該当するのかというのを一個一個当

てはめながら、ＳＤＧｓというのをしっかり踏

まえながら、それぞれ取り組んでいきたいと思っ

ております。

なかなか説明とか、意識の中で、そういうワ

ードがなかったというのは申し訳ございません
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が、しっかりとその意識で取り組んでいるとこ

ろでございます。

○内田副委員長 計画の中にしっかりとうたっ

てあるということで、事業計画の中身もやっぱ

り県民に見ていただいたりするので、普及活動

につなげていただけるような取組につながって

いくように、ちょっとまめに入れていっていた

だいたほうがいいのかなと思っていました。よ

ろしくお願いします。

○ 原委員 ８ページ、スマート林業というと

ころ、スマート農業については議会でもよく質

問してますけれども、当然、林業についても、

より近代化された産業として、担い手をつくる

ためにも非常にいいことだろうと思って、省力

化・機械化、限りなく自動化して、本当は無人

化、できるだけ人手が入らないようにしている、

そのことが安全にもつながることだし、生産性

を上げる。生産性を上げれば当然所得が上がる。

所得が上がれば若者も集まるという、もう「風

が吹けば桶屋がもうかる」みたいな話で、やは

りこれは大いに推進すべきことだろうなと思っ

ています。

取り組んでいらっしゃるから、ここにスマー

ト林業が出てくるわけですけれども、これは農

政が取り組んでいるのと同じように、環境森林

部でもスマート林業の推進みたいなことで、何

か基本方針あるいは計画書みたいなものをつ

くってやっておられるということですかね。

○右田森林管理推進室長 今年度は森林管理推

進室のほうで、スマート林業について、林業の

指針みたいなものを取りまとめることにしてお

りまして、年度内に形にできるように考えてお

ります。

○ 原委員 さっき工場の話をしましたけれど

も、こちらも昔いろいろあったんですね。労働

災害も多かったし、非常に劣悪な環境だったり

したわけだけど、やっぱりこの生産技術の改善

の取組を一生懸命やってきた結果が、ものづく

り国家になって─ちょっと今、中国に劣りつ

つありますけど─だからそれと同じように、

この第１次産業の部分もかつての工場のように、

作業の一つ一つを見ていって、できるだけ機械

化して、省力化して、安全で、もうかる林業に

なっていくといいんだろうなと思っています。

皆さん方の知恵と汗と努力に期待しているの

で、我々もいろんな情報を集めて、いろんなと

ころを見て、意見も申し上げますけれども、ス

マート林業の推進ということについて、今年計

画ができるんであれば、その計画を楽しみにし

ておきたいと思います。よろしくお願いします。

○河野環境森林部長 スマート林業の推進に関

しまして、一言申し上げます。

私も第８次長期計画の重点プロジェクトの中

で、やはりスマート林業というのは積極的に推

進すべきものとして柱を立ててございます。

ただ、農業と違って、地形的に厳しい中での

機械化ということで、草刈り機一つとっても、

急斜面ということもあるかと思うんですが、や

はりなかなか開発が遅れております。

本日のお話の中でも、 原委員のほうからあ

りました、労働災害の関係で、やっぱり伐倒作

業が労働災害につながることが多いということ

で、伐倒作業を自動化できないか、国において

は、災害を減らすという観点での開発を進めて

いると聞きております。

そういう新たなスマート化の技術も含めて、

先日、国のほうにも、技術・開発について要望

したところでございます。

委員からもありましたように、スマート林業

は生産性の向上、それからやはり厳しい現場で
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ありますので人材の確保において、若者を呼び

込む上でも、やはり省力化、それから事業体と

してはコスト削減が図れる、その意味でもスマ

ート林業というのは進めていきたいと思ってお

ります。

○ 原委員 ネクタイをしながらできる林業に

なると、すごく人が集まると思うので、今のは

半分冗談ですけれども、言葉としてはそういう

ことかなと思います。

○山下委員 苗木ビジネスについて二点ぐらい

お聞かせください。

県内出荷・県外出荷とあるんですが、これは、

今、県外出荷は余力があるんですか。

○ 島森林経営課長 元年度の実績で、66万本

ほど県外に出荷をしております。

○山下委員 ありがとうございます。

隣の熊本県かなと思うんですが、かなり需要

があるんですね。であれば、この事業は、いわ

ゆる花粉の少ない苗木を生産することによって、

これがビジネスチャンスになっているというこ

とで理解しとってよろしいですか。

○ 島森林経営課長 花粉の少ない苗木の生産

ですが、実は、宮崎県の生産する杉の苗木は95

％が花粉の少ない杉になっておりますので、出

荷する苗木のほとんどは花粉の少ないものとい

う理解でよろしいと思います。

○山下委員 それは、飫肥杉という理解でよろ

しいんですね。

○ 島森林経営課長 飫肥杉がもともと花粉が

少ないですので、もう少し詳しく言うと、タノ

アカとか、アオシマ、アラカワという、飫肥杉

を代表する品種につきましては─これが大体

７割ぐらい苗木の生産をしているんですけれど

─少ないです。

そして、もう一つ、少花粉の１％以下の苗木

が、高岡署1号─イボアカと言われる方もい

らっしゃるんですけれど─飫肥杉の系列のも

のでございますので、それもセールスポイント

として、県外のほうに売り出していきたいなと

思っています。

○岩切委員長 全体、またその他でよろしいで

すか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 それでは、以上をもって環境森

林部を終了いたします。執行部の皆様、お疲れ

さまでした。

暫時休憩いたします。

午後０時２分休憩

午後１時７分再開

○岩切委員長 委員会を再開いたします。

本委員会に付託されました議案等について、

部長の概要説明を求めます。

○牛谷農政水産部長 農政水産部でございます。

よろしくお願いいたします。

昨年来猛威を振るっております新型コロナウ

イルス感染症につきましては、県内の感染状況

は一定程度沈静化しているところではございま

すが、まだ県内外に注意すべき感染の火種が残っ

ておりますことから、引き続き予断を許さない

状況にあると考えております。

このような中、本県の農畜水産業においても

業務用や高価格帯の物を中心に影響を受けてお

りますことから、本年度当初予算に加えまして、

今回審議いただく補正予算、さらには国の直接

採択事業も活用しながら対策にしっかりと取り

組んでまいります。よろしくお願いいたします。

それでは、座って御説明させていただきます。

お手元にあります常任委員会資料の表紙をめ

くっていただき、目次を御覧ください。
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本日、農政水産部からは、予算議案といたし

まして議案第１号「令和３年度宮崎県一般会計

補正予算（第６号）」、次に、特別議案といたし

まして議案第４号「国営西諸土地改良事業負担

金徴収条例を廃止する条例」のほか２件、議会

提出報告といたしまして損害賠償額を定めたこ

とについてのほか２件、最後に、その他の報告

としまして令和２年度の宮崎県農畜産水産物の

輸出実績について及び新規就農者の確保・育成

についての２件であります。

それでは、資料の１ページを御覧ください。

予算議案の議案第１号「令和３年度宮崎県一

般会計補正予算（第６号）」について御説明いた

します。

今回の補正予算につきましては、新型コロナ

ウイルス感染症対策が主な内容となっており、

併せて国庫補助決定に伴う補正予算についても

お願いするものでございます。

当部の６月補正につきましては、表の令和３

年度６月補正額Ｂ欄の下から４行目の合計の欄

に記載しておりますとおり、12億4,962万円の増

額をお願いするものでございます。そのうち新

型コロナウイルス感染症につきましては、その

欄の右側、12億4,066万3,000円となっておりま

す。この結果、農政水産部全体の補正後の予算

額は、Ｃ欄の補正後の額の列の一番下、農政水

産部計の欄に記載してありますとおり43 9

億4,333万2,000円でございます。

これら補正予算の詳細につきましては、後ほ

ど担当課長から説明させていただきます。

次に、２ページを御覧ください。

（２）繰越明許費についてであります。公共

農村総合整備対策事業など４事業で、用地交渉

等に日時を要したことによるものなどの理由に

より10億7,120万円の繰越しをお願いするもので

あります。

（３）につきましては、今回の補正予算に伴

う債務負担行為補正の変更をお願いするもので

ございます。

次に、資料３ページからの６月補正事業説明

資料、飛びまして、先ほど目次のところで少し

申し上げましたが、42ページからの特別議案３

件、続きまして46ページからの議会提出報告３

件及び50ページからのその他報告２件につきま

しては、後ほど担当課・室長から説明させてい

ただきます。本日はよろしくお願いいたします。

私からは以上であります。

○岩切委員長 それでは、議案等についての説

明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○殿所農政企画課長 常任委員会資料の３ペー

ジをお開きください。

まず初めに、６月補正予算案における新型コ

ロナウイルス感染症対策の全体像について説明

いたします。

農政水産部としましては、昨年度に引き続き、

「生産者を守る」、「消費・販売を活性化する」、

「ピンチを発展に繋げる」の３つの視点で、現

場の声を伺いながら17の事業を構築したところ

です。

具体的には、１、県民のくらしと地域の雇用

を守る対策では、セーフティーネットとして、

資金の融資枠の拡充や肉用牛肥育経営の経営安

定対策を行うとともに、雇用維持と人材育成の

ための支援として、ダブルワーク等、多様な人

材の活用に向けた支援や新規就農者の支援体制

の強化を図ります。

２、地域経済の再生に向けた対策では、地産地

消・応援消費の取組強化として、県産農畜産水
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産物の学校給食への提供や、水産物の都市圏へ

の出荷運搬料等に対する支援を行います。

３、本県の新たな成長につなげる取組では、

リモート体制等の環境整備として、農政水産部

ホームページ、ひなたＭＡＦｉＮの連携機能の

強化を行うとともに、教育、農地、内水面の各

分野におけるデジタル化に向けた環境整備を行

います。

農畜産業のさらなる成長産業化として、ポス

トコロナの消費ニーズに合った新商品の開発支

援を行うとともに、茶、養殖魚、畜産物等の各

分野における成長産業化に向けた対策を実施し

ます。

これらの取組により、コロナの第３波、第４

波の影響に対処するとともに、生活様式や消費

・流通形態の変化に対応した農畜水産業のさら

なる成長産業化を図ってまいります。

続きまして、農政企画課の６月補正について

説明いたします。別冊の歳出予算説明資料101ペ

ージをお開きください。

農政企画課の６月補正予算額は、一般会計の

みで、5,729万8,000円をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３番目の

欄のとおり16億9,914万1,000円となります。

詳細につきましては、常任委員会資料で説明

いたします。常任委員会資料の４ページをお開

きください。

新規事業、デジタル連携アグリ推進事業であ

ります。

１の事業の目的・背景にありますように、生

産者や県民等への分かりやすい情報提供・発信

を目的に、今年３月に開設しました農政水産部

ホームページ、ひなたＭＡＦｉＮの連携機能と

発信力を強化することにより、コロナ禍におけ

る接触機会の低減や利便性の向上等を図るもの

であります。

事業内容については、右側のページを御覧く

ださい。

中ほどの１、デジタル情報連携機能強化事業

につきましては、①病害虫リモート診断体制の

整備により、ひなたＭＡＦｉＮ上で、病害虫診

断の依頼から簡易診断、結果通知までをリモー

トで対応できるようにするとともに、②スマー

ト農業マッチングフォームの整備により、ひな

たＭＡＦｉＮ上で、スマート農業機械・技術を

試してみたい生産者と、モニターとして使って

もらいたいメーカーとのマッチングを可能にし

ます。

２、デジタル発信力強化事業につきましては、

①ＳＮＳによる効果的な情報発信に関する資質

向上では、効果的な情報発信やリスク管理に関

する研修会の開催や、動画マニュアルの作成等

を行うとともに、②発信力強化に向けた情報配

信機器の整備では、広い会場で行われる講習会

や会議の配信に対応したカメラや編集ソフトの

整備を行います。

左側のページの２の事業の概要を御覧くださ

い。予算額は5,729万8,000円、事業期間は令和

３年度を予定しております。

農政企画課からは以上でございます。

○松田農業流通ブランド課長 農業流通ブラン

ド課でございます。

歳出予算説明資料の105ページをお開きくださ

い。

当課の６月補正額は、一般会計のみで５

億1,222万円の増額をお願いしております。この

結果、補正後の額は、右から３番目の欄のとお

り20億3,739万8,000円となります。今回、当課

からは２つの事業を要求しておりますが、これ

らの事業内容につきましては、お手元の常任委
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員会資料で御説明いたします。

それでは、委員会資料の６ページをお開きく

ださい。

県産農畜産物応援消費推進事業でございます。

本事業は、１の事業の目的・背景にありますと

おり、コロナ禍において影響が見込まれる農畜

産物の影響緩和を図るものです。

事業内容につきまして、右ページの体系図で

御説明いたします。

本事業は、上段枠にあります地産地消応援消

費対策と販売拡大対策の２つの柱からなり、令

和２年度は、学校給食など８つの項目について

実施いたしました。

また、令和３年度当初予算では、送料助成等

を行う宮崎のひなた農畜産物お届けキャンペー

ンの取組について１億3,200万円を措置していた

だいております。

一方、右側の欄には国の直接採択事業を記載

しておりますが、本年度は、中段の点線策にあ

る国の３次補正事業を活用しまして、各種団体

等が学校給食への提供等に取り組む予定となっ

ております。

このような状況を踏まえまして、今回の６月

補正では、下段に記載の①から⑥の取組につい

て予算措置をお願いしております。

①、②の学校給食では、畜産・水産物につい

て在庫の解消等に取り組みます。③の水産物の

運搬料助成では、養殖魚の滞留解消と沿岸高級

魚の消費回復の取組を、④の地頭鶏では、影響

が長期化する指定店等での新たなメニュー開発

等の取組を、⑤、⑥につきましては、青果物を

含む多品目について、物産展や都市圏での販促

フェア等を行います。

６ページに戻っていただきまして、予算額は、

６月補正分としまして４億8,822万円をお願いし

ているところでございます。

続きまして、委員会資料の８ページをお開き

ください。

ポストコロナ食農連携プロジェクト推進事業

でございます。

事業内容につきまして、９ページのポンチ絵

で御説明いたします。

まず、現状と課題でございます。

１つ目にありますとおり、現状として、国産

回帰の高まりや巣ごもり需要の拡大といった消

費行動の変化が起きております。これらの変化

を捉え、２つ目にありますとおり、本県の強み

である食資源を活用し、さらに発展させていく

必要から、多様な業種の方々とのさらなる連携

強化による新しい視点を取り込んだ商品づくり

が重要であると考えております。

このため、本事業では、中段の図にあります

とおり、調理の簡便さ、健康といったポストコ

ロナの消費ニーズに対応して、多様な事業者が

ワンチームとなって、保存食や有機、輸出といっ

たテーマごとに、新商品や新サービスの開発に

チャレンジする取組を支援することとしており

ます。

事業概要につきましては、下段にありますと

おり、①の食農連携プロジェクト実証事業にお

いて、試作品の製造やテストマーケティングな

どに要する経費を支援しますとともに、②の食

農連携プロジェクト推進事業では、関連事業者

等をつなぐコーディネーター等を設置すること

としております。これらの支援を通じまして、

本県農畜産物の消費・販売回復と地域の活性化

を図ってまいりたいと考えております。

８ページに戻っていただきまして、予算額

は2,400万円、事業期間は令和３年度をお願いし

ております。
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説明は以上でございます。

○上田農業普及技術課長 農業普及技術課でご

ざいます。

歳出予算説明資料の109ページをお開きくださ

い。

農業普及技術課の６月補正予算額は、一般会

計のみで、２億3,901万9,000円の増額をお願い

しております。この結果、補正後の予算額は、

右から３番目の欄のとおり37億7,186万円となり

ます。

補正の事業内容につきましては、お手元の常

任委員会資料で説明いたします。

常任委員会資料の10ページをお開きください。

新規事業、食の機能性で築くグローバル競争

力強化事業であります。

１の事業目的・背景にありますように、コロ

ナ禍における消費ニーズの変化を踏まえ、食の

機能性に関する強固な研究体制を構築すること

で、機能性表示食品の開発等、新たな付加価値

の創出につなげるものです。

事業内容や効果につきましては、右側のペー

ジで御説明いたします。

まず、上段の現状・課題ですが、グラフにあ

りますように、機能性表示食品の市場規模が拡

大しております。その右側ですが、長引くコロ

ナ禍で食の健康志向に拍車がかかり、健康価値

が１位となっております。

また、本県には豊かな農畜水産資源があり、

機能性表示食品を生み出す可能性があるほか、

技術や人材育成が終結している強みがございま

す。このため、中ほどの対応にありますように、

他県に先行して共同研究に取り組み、技術開発

や商品化でこの分野をリードし、県産農畜水産

物の高付加価値化を推進してまいります。

具体的には、１の食の機能性研究体制整備事

業で、総合農試に専用の分析機器類を配置し、

共同研究ができる体制を構築します。さらに、

２の食の機能性研究人材育成事業で、国や大学

等への派遣などにより、研究員の資質を向上し

ます。

以上により、企業等との共同研究が加速し、

革新的な分析技術の開発が可能となることに加

えまして、機能性表示食品の開発や輸出が促進

されると考えております。

10ページに戻っていただきまして、２の事業

概要ですが、予算額は２億2,237万4,000円、財

源は全額国庫、事業期間は令和３年度でありま

す。

次に、常任委員会資料の12ページをお開きく

ださい。

改善事業、みやざきの農を支えるひなた資金

融通事業であります。

本事業では、２、事業の概要の（６）の①の

経済変動・伝染病等対策資金利子補給金につい

て予算増額をお願いし、コロナ禍における農業

者の資金繰りを支援するものであります。

事業の内容につきましては、右側のページで

御説明します。中ほどの枠内に民間融資期間が

貸付けを行います経済変動・伝染病等対策資金

の概要と、今回の拡充内容を記載しております。

まず、融資枠を２億円から12億円に拡大し、

貸付限度額を300万円から1,000万円まで引き上

げます。さらに、貸付金利は県と市町村の利子

補給率を引き上げ、0.16％を無利子といたしま

す。

また、枠の下側に記載しておりますとおり、

農業者は借入れ後の返済リスクに備えまして、

所定の保証料を支払い、農業信用基金協会の債

務保証を受けることができますけれども、この

保証料を民間融資期間が農業者へキャッシュ
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バックを行うもので、これに要する費用を県が

全額補助するというものでございます。

以上の拡充措置により、農業者が持続的かつ

安心して営農に取り組めるよう、金融面の支援

をしっかりと行ってまいりたいと考えておりま

す。

12ページに戻っていただきまして、２の事業

の概要にありますとおり、補正予算額は1,541万

円、財源は全額国庫、債務負担額は3,467万5,000

円、事業期間は令和３年度となります。

次に、常任委員会資料の14ページをお開きく

ださい。

農薬防除等生産技術高度化推進事業でありま

す。

この事業は、１、事業の目的・背景にござい

ますとおり、農薬防除技術等の確立と適正使用

に取り組むとともに、残留農薬分析の技術開発

を進めることにより、産地力の強化を図ること

を目的に実施している事業でございます。

その中で、２の（５）事業内容の①にありま

す農薬による適正防除技術確立事業におきまし

て、県産農産物の残留農薬分析への支援に対す

る国の交付金が、当初の見込みより増額になり

ましたことに伴いまして補正をお願いするもの

であります。

２の事業の概要にありますとおり、補正予算

額は123万5,000円で、財源は全額国庫でありま

す。

農業普及技術課は以上でございます。

○小林農業担い手対策課長 農業担い手対策課

でございます。

歳出予算説明資料の113ページをお開きくださ

い。

当課の６月補正額は一般会計のみで、7,631

万4,000円の増額をお願いしております。この結

果、補正後の額は、右から３番目の欄のとおり23

億8,523万4,000円となります。

補正の事業内容につきましては、お手元の常

任委員会資料で御説明いたします。

それでは、委員会資料の16ページをお開きく

ださい。

みやざき農業担い手確保総合対策事業であり

ます。

この事業は、１の事業の目的・背景にありま

すように、全国的な田園回帰志向やコロナ禍に

より、地方への人の流れが加速している状況を

チャンスと捉え、就農希望者が本県での就農を

安心して決断できるよう、市町村やＪＡ等との

連携による支援体制を強化するものです。

詳細につきましては、右側のページで御説明

いたします。

県では、就農相談及び新規就農者の情報を一

元管理するデータベースシステムを平成30年に

構築し、県と農業振興公社で利用しておりまし

たが、就農希望者等に対する相談体制の強化に

は、市町村やＪＡ等と円滑に情報共有を図る必

要がございます。

このため、システム利用機関の拡大に向けて

検討を進めた結果、本年４月に、図の点線部分

で囲まれた機関のシステム利用が認められたと

ころです。

利用機関の拡大に当たっては、個人情報の流

出を防止するため、利用者が一定時間システム

を操作しない場合、自動でログアウトする機能

の追加等が必要なことから、今回、セキュリティ

強化等のシステム改修を行うこととしておりま

す。

本システムの改修により、県・市町村・ＪＡ

等で、就農希望者等の情報共有を強化し、相談

内容等に応じた情報提供や支援を行うことで、
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新規就農者の確保を進めてまいります。

左側のページの２の事業の概要を御覧くださ

い。予算額は400万円、事業期間は令和３年度の

１年間を予定しております。

次に、委員会資料の18ページをお開きくださ

い。

デジタル技術を活用した農水産業教育充実事

業であります。

この事業は、１の事業の目的・背景にありま

すように、ウィズコロナの時代において、農業

大学校や高等水産研修所等にＷｉ―Ｆｉ環境等

を整備し、円滑なオンライン学習の実施と農場

等でのＩＣＴ教育の充実を図るとともに、多く

の県民が利用する農業科学公園等の感染防止対

策を強化するものです。

詳細につきましては、右側のページで御説明

いたします。

①のデジタル学習加速化事業では、Ｗｉ―Ｆ

ｉ環境や学習用タブレット等を整備することで、

右側の整備後にありますとおり、円滑なオンラ

イン授業が可能となり、新型コロナウイルス等

の影響により、対面授業の実施が困難な場合で

も、学生寮等で学習を継続することができます。

また、農業大学校では、Ｗｉ―Ｆｉ環境を利

用し、ハウスや畜舎に導入したスマート農業機

器とタブレットの接続が可能となり、現地に行

かなくても、ハウス内の温度等の環境や牛の発

情状態等を把握できるなど、スマート農業を活

用できる人材の育成が図られます。

②の感染症対策強化事業では、農業科学公園

及び農業総合研修センターに自動検温器を整備

し、発熱がある県民の利用を未然に防ぐことで、

感染防止対策の強化を図ってまいります。

左側のページの２の事業の概要を御覧くださ

い。予算額は4,547万8,000円、事業期間は令和

３年度の１年間を予定しております。

次に、委員会資料の20ページをお開きくださ

い。

多様な農業人材働き方支援事業であります。

この事業は、１の事業の目的・背景にありま

すように、新型コロナウイルス感染症の影響を

受け、収入が減少した人材等を、慢性的な労働

力不足を抱える農業分野に受け入れる体制を整

備し、多様な人材の活用による新しい農業の働

き方を創出するものです。

詳細につきましては、右側のページで御説明

いたします。

対策を御覧ください。

短期就労モデル実践支援事業では、コロナ禍

により就労機会が減少した求職者と労働力不足

に悩む農業経営体のマッチングを行う農作業請

負組織等の運営費用を支援することで、ダブル

ワーク等の短期就労を活用した労働力確保の実

践を図ってまいります。

短期就労普及啓発事業では、短期就労に取り

組むに当たり、農作業が初めての方でも事前に

作業内容をイメージし、円滑に作業に取り組め

るよう、動画マニュアルの作成による事前研修

や普及・啓発へ向けたＰＲ活動の強化を図って

まいります。

これらの取組により、農業分野での多様な人

材の就労機会の創出や所得確保を図ることで、

雇用される側と雇う側の双方にプラスとなる新

たな働き方の仕組みとして、短期就労モデルの

県内への定着を図ってまいります。

左側のページの２の事業の概要を御覧くださ

い。予算額は836万4,000円、事業期間は令和３

年度の１年間を予定しております。

次に、委員会資料の22ページをお開きくださ

い。
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農地バンクデジタルシフト推進事業でありま

す。

この事業は、１の事業の目的・背景にありま

すように、現場で集合しての契約確認ができな

いなど、コロナ禍において生じている課題に対

応した農地中間管理事業の推進体制を構築する

ため、ＲＰＡの活用等のデジタルシフトにより、

事務作業をはじめとした農地中間管理事業に係

る業務の効率化を支援するものです。

詳細につきましては、右側のページで御説明

いたします。

中段にありますように、農地中間管理事業に

おけるデジタルシフトに向けて、表計算ソフト

に入力されているデータをコピーし、別のソフ

トの所定の箇所に貼り付けるなど、これまで手

作業で行っていたパソコン上の作業をＲＰＡで

自動化するとともに、農地中間管理事業の契約

情報等を入力・管理するためのシステムについ

て、市町村から寄せられた要望を踏まえた改修

を行うことにより、機構及び市町村等における

業務の効率化を図ってまいります。

左側のページの２の事業の概要を御覧くださ

い。予算額は1,075万円、事業期間は令和３年度

の１年間を予定しております。

次に、委員会資料の24ページをお開きくださ

い。

みやざき次世代農業経営者育成強化事業であ

ります。

この事業は、１の事業の目的・背景にありま

すように、農業大学校において、ＨＡＣＣＰに

沿った衛生管理の教育等を強化することにより、

知識と技術を備えた農業・食品関連産業の人材

を育成するものであります。

具体的には、２の事業の概要（５）事業内容

の②農業大学校教育カリキュラム強化事業にお

いて、食品の製造・加工に精通した専門職員を

新たに採用し、衛生管理の教育や農業大学校で

生産する農畜産物を活用した商品開発等の実践

教育を強化してまいります。

（１）の予算額は322万2,000円、国庫補助決

定に伴い増額をお願いするものであります。

次に、右側のページを御覧ください。

きらり輝く農業人材確保支援事業であります。

この事業は、１の事業の目的・背景にありま

すように、高齢化や人口減少を背景に他産業と

の人材確保競走が激化する中、地域における新

たな手法による人材確保の取組や人材がより定

着しやすい環境の整備等を支援するものであり

ます。

具体的には、２の事業の概要（５）事業内容

の④農福連携普及啓発事業において、農福連携

に関する知識や技術を習得する専門人材の育成

や、関係者への幅広い周知・普及啓発を行うセ

ミナー等を開催してまいります。

（１）の予算額は450万円、国庫補助決定に伴

い増額をお願いするものであります。

農業担い手対策課は以上でございます。

○川上農産園芸課長 農産園芸課でございます。

歳出予算説明資料の117ページをお開きくださ

い。

当課の補正予算額は、一般会計のみで、3,108

万円の増額補正をお願いしております。この結

果、補正後の予算額は、右から２番目の欄のと

おり24億294万4,000円となります。

内容は、常任委員会資料で御説明いたします。

常任委員会資料26ページを御覧ください。

新規事業、茶産地構造転換対策事業でござい

ます。

１、事業の目的・背景ですが、お茶では、近

年の消費減少に加え、昨年からのコロナでの外
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食、イベントの減少が拍車をかけ、荒茶価格の

低迷により農家経営の厳しさが増しております。

そこで、販路開拓や茶園の若返りを推進する

とともに、品目転換をサポートし、農家経営の

安定化を図るものです。

事業内容は、右のページ中段を御覧ください。

一番左側ですが、新たな販路開拓支援事業は、

ネット販売など新たな販売戦略の構築に向け、

専門店やバイヤーへの直接提案やテストマーケ

ティングの取組を行うものです。

中ほどの茶園更新促進事業は、茶の高品質化

に向け、中切りや深刈りといった切り戻し剪定

による茶園若返りに取り組む農家の追肥や病害

虫防除等の負担増加分を支援するものです。

右側の品目転換支援事業では、転換品目に応

じた土壌改良の実施や、露地野菜や果樹品目へ

の円滑な転換を支援します。

これらにより、足腰の強い茶産地構造への転

換と、複合化による新たな畑作産地の育成を図

ります。

26ページに戻っていただき、予算額は3,108万

円をお願いしております。事業期間は令和３年

度を予定しております。

農産園芸課は以上でございます。

○西府水産政策課長 水産政策課でございます。

お手元の歳出予算説明資料の121ページをお開

きください。

当課の６月補正額は、一般会計で6,630万円の

増額をお願いしております。この結果、補正後

の一般会計の予算額は、右から３番目の欄にあ

りますとおり23億6,132万4,000円、特別会計を

合わせた全体の予算額は26億6,351万7,000円と

なります。

補正の事業の内容は、常任委員会資料で説明

いたします。委員会資料の28ページをお開きく

ださい。

養殖生産緊急対策事業であります。

本事業は、１の事業の目的・背景のとおり、

コロナ禍による養殖経営への影響を緩和し、本

県養殖業の成長産業化を着実に推進するため、

養殖魚の出荷時期の分散化を支える早期人工種

苗の生産・供給体制を強化するものであります。

具体的な内容は、右のページで説明いたしま

す。

１の現状と課題ですが、養殖業では、魚の産

卵時期の関係で、種苗の導入時期が主に春に限

定されることから、③のブリのように年末年始

に出荷が集中し、魚価が低下する傾向にありま

す。特にコロナ禍で外食需要が減退する中では、

一層深刻な状況にあることから、その対策とし

て、養殖魚の出荷時期の分散化が重要となりま

す。

このため、２の事業の内容のとおり、種苗生

産を担う宮崎県水産振興協会の飼育水の冷却シ

ステムを強化し、水温調節により魚の産卵時期

をコントロールすることで、春以外にも種苗を

生産・供給し、養殖魚の出荷時期の分散化を促

進するものであります。

左のページにお戻り頂きまして、２の事業の

概要ですが、予算額は2,500万円、事業期間は令

和３年度でございます。

次に、委員会資料の30ページをお開きくださ

い。

漁業経営基盤強化支援事業であります。

本事業は、１の事業の目的・背景のとおり、

コロナ禍でも漁業経営力を維持・強化するため、

漁業者グループが共同で行う操業や出荷に必要

な機器・設備の導入経費の補助を行うものであ

ります。

具体的な内容は、右のページで説明いたしま
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す。

１の現状と課題の中ほどのグラフは、コロナ

前の５か年の平均と、コロナ禍の2020年の漁業

種類別の生産額を比較したものでございますけ

れども、特に引き縄、底引き等の個人経営体の

漁業で大きく漁業生産額が減少しております。

漁業経営の維持・強化には、日頃から漁業用

機器や出荷設備等の計画的な整備が必要でござ

いますけれども、コロナ禍では、それらの整備

が滞り、経営力の低下につながる懸念がござい

ます。

このため、２の事業の内容のとおり、県漁連

を通しまして、漁業者グループによる経営基盤

の維持・強化の取組を支援するものであります。

左のページにお戻り頂き、２の事業の概要で

すが、予算額は4,130万円、事業期間は令和３年

度でございます。

次に、委員会資料の44ページをお開きくださ

い。

議案第12号「工事請負契約の締結について」

であります。

これは、漁業調査船みやざき丸の新船建造に

係る工事請負契約に関して、議会の議決に付す

べき契約に関する条例第２条に基づき審査をお

願いするものであります。

２の契約の方法は一般競争入札とし、令和３

年５月18日に行いました。

その結果、３の契約の金額は19億4,150万円と

なり、令和３年５月19日に仮契約を締結したと

ころであります。

４の工事の契約の相手方は、宮城県気仙沼市

に所在する株式会社みらい造船で、５の工期は、

契約発効の日から令和４年11月25日までであり

ます。

また、６の建造スケジュールですが、今議会

の承認を得て正式契約を結び、詳細設計の上で12

月に着工、来年11月に竣工し、令和５年１月か

ら運用開始を予定しております。

右のページを御覧ください。今回建造する漁

業調査船は、左上の仕様の欄にありますとおり

総トン数は現行船と同じ199トンで、その下の船

の側面図にありますとおり、最新鋭の研究室や

調査設備などを搭載することで、中段の新船の

ポイントにありますように、釣る調査から走る

調査にシフトし、魚海況情報の質と量の向上や、

リアルタイムで漁業者への情報発信を行います。

このことによりまして、本県漁業のさらなる

操業効率化に貢献できるものと考えております。

水産政策課は以上でございます。

○大村漁業管理課長 漁業管理課でございます。

別冊の歳出予算説明資料の125ページをお開き

ください。

当課の６月補正額は、一般会計のみで、1,102

万円の増額をお願いしているところでございま

す。この結果、補正後の一般会計の予算額は、

右から３番目の欄にありますように39億9,841

万6,000円となります。

補正事業の内容につきましては、お手元の常

任委員会資料で御説明いたします。

常任委員会資料の32ページをお開きください。

みやざきモデルに対応した内水面活性化事業

でございます。

１の事業の目的・背景ですが、本事業では、

コロナ禍であっても密になりにくいレジャーと

して、河川における県内外からの釣り客が増加

している状況にありますことから、遊漁券販売

の電子化による利便性の向上を図るとともに、

新型コロナ感染防止に係る啓発を行い、内水面

の振興と感染防止の両立を図ることを目的とし

ております。
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事業の内容につきましては、33ページの中段

の目的・対策を御覧ください。

①の遊漁券販売の電子化システムの導入では、

現在、内水面漁協の事務所などで対面販売され

ております遊漁券につきまして、インターネッ

ト上で購入できる仕組みの導入を支援し、24時

間いつでもどこでも遊漁券が購入できるなど、

遊漁者の利便性の向上を図ってまいります。

また、②の新型コロナ感染防止啓発では、パ

ンフレットなどを用いまして、会食時における

「みやざきモデル」の啓発を行い、感染防止対

策の徹底を図ってまいります。

これらの取組を通じまして、事業効果としま

して、内水面の振興と感染防止の両立が図られ

た宮崎県の新しい遊漁環境の確立を掲げており

ます。

32ページの２の事業の概要に戻っていただき

まして、予算額は1,102万円、事業期間は令和３

年度でございます。

漁業管理課は以上でございます。

○河野畜産振興課長 畜産振興課でございます。

お手元の歳出予算説明資料の129ページをお開

きください。

当課の６月補正額は、一般会計のみで、２

億5,636万9,000円の増額をお願いしております。

その結果、補正後の予算額は、右から３列目で

すが、76億2,642万3,000円となります。

それでは、その内容は常任委員会資料で御説

明いたします。

常任委員会資料の34ページをお開きください。

肉用牛肥育経営担い手指導体制構築事業であ

ります。

１の事業の目的・背景ですが、本事業は、コ

ロナ禍で疲弊した肉用牛肥育経営の安定化と今

後の輸出拡大等、先を見据えた経営展開を図る

ため、関係機関が保有する肥育経営の各種デー

タと連動した技術・経営分析システムを新たに

整備し、濃密なコンサル指導体制を構築するも

のです。

右の35ページを御覧ください。

中段の取組内容として、畜産協会が保有する

牛マルキンデータとＪＡ経済連情報センター等

が保有する経営申告等の関連データから分析シ

ステムを通して技術・経営が連動した分析帳票

を作成し、畜産協会、ＪＡ、市町村、普及セン

ター等のコンサル団による、より濃密な指導を

展開してまいります。

この指導体制の構築により、あらゆる危機事

象に負けない肥育経営の安定を図り、将来にわ

たり競争力のある肉用牛産地の地位を確立する

ことを目指します。

左の34ページにお戻り頂き、２の事業の概要

ですが、予算額は1,100万円、事業期間は令和３

年度であります。

次に、36ページをお開きください。

肉用牛肥育経営体質強化緊急対策事業であり

ます。

１の事業の目的・背景ですが、コロナ禍で厳

しい経営環境にある肉用牛肥育経営の体質強化

を図るために、経営改善・生産性向上の取組を

推進するものです。

右の37ページを御覧ください。

上段の肥育経営を取り巻く情勢と課題ですが、

不透明な枝肉相場や子牛価格・飼料価格の高止

まりが続く中、昨年からの国のコロナ影響緩和

策である牛マルキン制度の生産者負担金の納付

猶予も本年６月で終了し、今後は、肥育経営の

さらなる負担増が懸念されます。

また、コロナ禍を生き抜くには、経営体質強

化のための経営改善計画を、経営者自らが作成
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し実践する危機事象に左右されない強い肥育経

営の育成が必要です。そのため、牛マルキン制

度に加入する肥育経営が経営改善計画に基づき

緊急的な経営の体質強化へ向けた取組を支援す

ることとしております。

具体的な取組として、中段にありますとおり、

飼料効率改善のための資料分析や、家畜の事故

防止のための血液分析及び除角、経営改善のた

めの研修会への参加など、ここに記載の８項目

の取組を支援いたします。

これらの取組により、肥育経営の体質強化と、

重要なセーフティーネットである牛マルキン制

度の推進を図り、危機事象に強い経営力のある

肉用牛産地づくりを推進します。

左の36ページにお戻り頂き、２の事業概要で

すが、予算額は5,380万円、事業期間は令和３年

度であります。

次に、38ページをお開きください。

宮崎牛のおいしさ探求による販売力強化事業

であります。

１の事業の目的・背景ですが、コロナ禍で消

費者行動が外食から内食へと変化し、和牛肉に

おいては、全国的な肉質の向上により産地間競

走が激化する中、宮崎牛の販売力を一層強化す

るためには他産地との差別化が必要となります。

右の39ページを御覧ください。

上段の課題にありますように、宮崎牛が消費

者に選ばれるためのセールスポイントを明確化

するために、脂肪交雑だけでなく、消費者に分

かりやすい指標として、おいしさ等に着目した

取組が必要です。

そのため、中段の取組内容ですが、まず、理

化学的アプローチでは、牛肉の脂肪酸やアミノ

酸等の分析から、おいしさとの関連を明らかに

し、宮崎牛のおいしさを訴求します。

次の遺伝的アプローチでは、牛肉のおいしさ

に関与すると言われるオレイン酸などの脂肪酸

のデータ収集と分析を加速化し、おいしさに着

目した和牛改良に寄与します。

これらの取組により、おいしさの魅力を探求

し、ポストコロナにおける宮崎牛の販売力強化

を図ってまいります。

左の38ページにお戻りいただき、２の事業概

要ですが、予算額は1,037万7,000円、事業期間

は令和３年度であります。

最後に、40ページをお開きください。

畜産物輸出コンソーシアム推進対策事業であ

ります。

１の事業の目的・背景ですが、本事業は、国

が示す農林水産物・食品輸出額の目標５兆円を

目指し、生産者、食肉処理施設、輸出事業者の

３者が連携する、生産から輸出まで一貫して輸

出促進を図るコンソーシアム体制を産地ごとに

構築し、コンソーシアムが実施する商談やプロ

モーション活動及び輸入国の求めに応えるマー

ケットインの取組を支援いたします。

右の41ページを御覧ください。

中段の対策にあります（１）のコンソーシア

ムの設立・運営支援については、コンソーシア

ムの設立及び商談をはじめマーケット調査やＰ

Ｒ活動等の輸出促進活動の取組を支援します。

この事業メニューには、当県、株式会社ミヤ

チクを中心とした宮崎県牛肉輸出コンソーシア

ム及び宮崎くみあいチキンフーズ株式会社を中

心とした宮崎県チキン輸出コンソーシアムの２

組織が取り組む予定でございます。

次に、（２）の輸入国が求める衛生基準対策に

ついては、①の動物福祉、いわゆるアニマルウ

エルフェアに対応した食肉処理施設等での牛の

鼻環を使用しない頭絡装着の普及定着への取組
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や、②の牛肉の血班、いわゆるシミの発生の低

減のため、アメリカ向けの牛肉の試験的食肉処

理への取組に対し支援を行います。

この事業メニューには、宮崎県牛肉輸出コン

ソーシアムが取り組む予定でございます。

これらの取組により、県内に輸入国のマーケッ

トインの着想による輸出産地を育成し、県産畜

産物の輸出額の増加を図ります。

左の40ページにお戻りいただき、２の事業概

要ですが、予算額は１億8,119万2,000円、事業

期間は令和３年度であります。

説明は以上であります。

○鳥浦畑かん営農推進室長 畑かん営農推進室

でございます。

常任委員会資料42ページをお開きください。

議案第４号「国営西諸土地改良事業負担金徴

収条例を廃止する条例」についてであります。

本件につきましては、１の条例廃止の理由に

ありますとおり、今後の負担金徴収が不要とな

りますことから条例を廃止するものであります。

畑かん営農推進室からは以上であります。

○押川農村整備課長 農村整備課でございます。

常任委員会資料の43ページをお開きください。

議案第７号「宮崎県中山間ふるさと保全基金

条例の一部を改正する条例」についてでありま

す。

本件につきましては、１の改正の理由にあり

ますとおり、過疎地域自立促進特別措置法が失

効し、新たに過疎地域の持続的発展の支援に関

する特別措置法が制定されたことに伴い、本条

例において、引用する法律名を改正するもので

あります。

農村整備課は以上であります。

○岩切委員長 執行部の説明が終了しました。

議案等について質疑を承りたいと思います。

○山下委員 それでは、皆さんが質問の準備が

できるまで私のほうから話をさせていただきた

いと思うんですが、今議会、かなりの農政関係

をやりましたけれども、私は、特に第７次の計

画で基礎がしっかりとできてきたという評価な

のです。

私も議場でかなり評価の話もしましたけれど

も、その中で新たな第８次の計画に向かって様

々な対策を今回、議案として出していただいた

ことに感謝を申し上げたいと思うんですが、ま

ず、ちょうど議案第12号のページを開きました

ので、ここでちょっと確認をさせてください。19

億4,100万の契約の金額なんですが、これは何社

ぐらい応募があったもんですか。

○西府水産政策課長 44ページの工事請負契約

の締結の３番目、契約の金額19億4,150万円の件

でございます。一般競争入札で実際に入札に参

加された業者の方は１社だけでございました。

○山下委員 分かりました。この船は、年間の

稼働数は、どれぐらいですか。

○西府水産政策課長 現在のみやざき丸は、カ

ツオ一本釣りの漁場を先駆的に見つける役割を

果たしておりまして、年間に12航海ぐらいやっ

てございます。年間、周年通してということに

なります。現在はそういう状況でございまして、

新船についても、漁場や操業する海域というか、

実際に航海する海域は多少変わるかもしれませ

んけれども、運行の日数としては現状程度を考

えてございます。

○山下委員 この船の行動エリアは。太平洋上

の大体どの辺を動き回るもんですか。

○西府水産政策課長 カツオ一本釣りの漁場で

すので、一番遠いところで房総半島、千葉の沖

合まで走ります。それから、九州のほうですと

沖縄から長崎の方面までを広く航海します。
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○山下委員 今まで燃油の高騰があったりして、

本県のマグロにしてもカツオにしても玄界灘の

漁場に行くのが、非常に苦労をしている話をずっ

と聞いてまいりました。魚価も安いとかなんと

かで今、漁場の抱える課題というのは物すごく

あるんだろうなと思うんですが。

この船は、魚探の装備が違うんだと書いてあ

りますが、県内のカツオといえば日南の南郷が

中心ですよね。それがこの船の中心の役割とい

うことになるんですか。県内の各漁協のバラン

スというのは、どのように我々は理解したらよ

ろしいんですか。

○西府水産政策課長 現在のみやざき丸につき

ましては、船型がカツオ一本釣りの船型をして

おりまして、基本的にはカツオ一本釣り漁業の

漁場を先駆的に探索するという機能を持ってご

ざいました。

委員おっしゃられたとおり、やみくもに漁船

が漁場を探索しようとすると、無駄に燃料をた

くことになるので、あらかじめこのみやざき丸

が、ここには魚がついていると漁場を見つける

ことで、スムーズにその漁場に到着することが

できるということで、かなり燃油の削減効果が

あるということでございました。

新船につきましては、従来の釣る漁業から、

今度は走る漁業に転換するんですが、要は、実

際に一人一人乗られる方が釣る、調査船が釣る

というよりも、ちょっと広いエリアで、どうい

う魚が分布しているのかというのを確認をして、

その情報をカツオ一本釣りの漁船にお知らせす

るという、従来のカツオ一本釣り向けの調査に

加えて、これまであまりシフトとしては大きく

なかった沿岸漁業の資源調査であったりとか漁

場調査、それから、マグロはえ縄の資源調査、

こういったものにも広く使わせていただきたい

と考えてございます。

○山下委員 今の説明を聞いて、漁協が県内、

県南から県北まで約400キロの中にかなりあろう

と思うんですが、その全体的なバランス、この

船に19億円かけることによって、県南・県中・

県北、その役割が平等に対応できるのかという

ことを確認したかったんですが。

○西府水産政策課長 県内には20の海面の漁協

がございますけれども、全てに共通する、例え

ば沿岸漁業であれば引き縄とかはえ縄とか─

日向灘でやる漁業ですけれども─こういう漁

業が全ての漁協にございますので、全ての漁協

がこの新船みやざき丸の効果を享受できると考

えてございます。

○岩切委員長 みやざき丸の関連、議案第12号

の関連でございますが、ほかに御質疑はござい

ませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員 38ページの宮崎牛のおいしさ探求

による販売力強化事業について、昨日の新聞に

経済連の共励会の記事が出ておりましたが、今

回の共励会の中で、全協に向けても、今出して

おられるオレイン酸の含有とか、そんなことが

いろいろ記事に出ていたんです。

おいしさ探求するということで、どういうふ

うに味が違ってくるのか。脂肪がさわやかなの

か、甘みが出てくるのか、そのようなことも訴

えないと消費者もなかなか分かりづらい。その

辺をちょっと理解させてください。

○河野畜産振興課長 今、委員がおっしゃるよ

うに、経済連のほうで共励会がございました。

おいしさという部分は、食べた際に、おいし

さ、うまみであったりいろいろ感じるわけです

けれども、それが口の中の触感のグルタミン酸

とか、そういうふうなものであったり、脂の溶
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け方であったり、あとは肉構造的な柔らかさで

あったりとか、いろんな要素がありますが、委

員のおっしゃるように、なかなかそのうまみを

数値化して、肉質のように、物差しのように示

すものが今ございません。今のところ、よくオ

レイン酸がとかいうふうな話もございますが、

まだ確たる物差しというのは全国的に出ており

ません。

ただ、全国的に肉質がこれだけ向上して、ま

た、消費者の方々が今コロナ禍の中で、おいし

いものというふうに志向が変化しているという

ことは事実でございますので、こういう取組を

途中まで今やっているんですけれども、まだはっ

きりとしたものが出ておりませんので、今回、

この途中を少しでも加速化するために、もう

ちょっとデータをたくさん取りまして、しっか

りと理化学的に何なのかというもの明確にする。

委員の言われたように、はっきりと消費者の

方々に物差しとして見える化する、それがデー

タとか、数値化とか、そういうものなんでしょ

うけれども、そういうことをするということで、

この事業はその途中段階をやらしていただく。

そして、最終的にはしっかりとした物差し、

そして、プラスアルファ、それを遺伝的なもの

も併せて改良にもつなげていって、本県の宮崎

牛の差別化にしたいということで、今途中段階

なんですけれども、これをさしていただいて、

データを集めて、そういう明確化に持っていき

たいと考えております。

○山下委員 物は簡単に考えていかないといけ

ないと思うんです。生産現場では宮崎牛の４等

級、５等級以上が９割を占めるという肥育技術

ができてきました。

我々の年代、大体60代を超えてくると、以前

は４等級、５等級のロースでも食えていました。

今は100グラムちょっとぐらいがちょうどなんで

す。なぜかというと、結局、サシの入り、あれ

だけ筋肉により上質な脂を入れ込んで、見た目、

そして、脂のおいしさ、これを好んでいたんで

すが、国内ではその肉の需要というのは、ほと

んど少なくなってきている状況だろうと思うん

です。

今これだけ皆さん方も投資しながら、より肉

のおいしさを追求されていくのだろうと思うん

ですが、これだけ研究やら対策をやっていきな

がら開発していくのに、例えば、我々が今は120

グラムぐらいしか食えないものが、例えば150で

も、できれば200グラムぐらい食ってもおいしい

なと食べれるような方向の研究になるのか、そ

の辺を何か打ち出していかないと。海外ではま

だそこまで研究もしていないでしょうし、その

辺の整理、そこはどのように考えておられるか。

いわゆる国民に訴える販売力というか、発信

力です。そのことをちょっと教えてください。

○河野畜産振興課長 データ収集等々して、ま

だ途中でございますので、本事業を使いまして、

それを加速化させて、委員のおっしゃるとおり、

そういう消費者に訴えるものを突き止めていき

たい、それから、はっきりとそういう訴えるも

のを表現していきたいと思っております。

この事業に取り組んで、これが終わったから

全部が解決するということではなくて、そうい

う形で本事業をお願いをしております。

○山下委員 先ほども説明がありましたけれど

も、宮崎牛やら、宮崎のいろんなものをスーパ

ー等でも販売促進していくんだという事業もあ

りました。その中でも触れようかなと思ったん

ですが、私も広島県のスーパーエブリイとか、

ユニオンとかいろいろつないできた中で、皆さ

ん今度は赤身を求めるようになったんです。
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皆さん方は、例えば宮崎牛のおいしさを４等

級、５等級だけに探求するのではなくて、今か

ら国内で消費が高まるであろう赤身肉、これに

シフトした形で研究開発もしていかないと。肥

育農家も４等級、５等級を出せば値段が130

万、150万で売れる、３等級になると120万だっ

たら経営上合わないと、だからそこになかなか

シフトがしづらい。

しかし、出口はいっぱいあるんです。だから、

そこに何らかの商品価値を高めていくこと、こ

れにも畜産県として、皆さん方の考え方を何か

事業化してくれないと、なかなか肥育農家は取

り組みづらいと思うんです。

広島県や岡山県を中心にエブリイが展開して

いますが、赤身をくれと、ほとんどその意向が

強いんです。やっぱり消費者も買いやすい、そ

して、より脂肪の入っていない、なおかつおい

しい、柔らかいという。

これが一番もうかるようなやり方だと経営に

持っていけるように、ある程度考えていかない

といけないのかなと思うんですが、ちょっと考

え方を聞かせてください。

○河野畜産振興課長 おっしゃるように、赤身

志向の方もいらっしゃいます。この取組は、牛

肉のどういう成分がそういうおいしさに関わっ

ているかということを突き止めるための一つの

手法ということで、それが突き止められた暁に

は、もしかすると何も脂肪のサシの中ばっかり

にそういうものがあるんではなくて、赤身肉に

もそういうものがあるというふうになるかもし

れません。そういう牛肉全体を網羅した中での

おいしさの追求をしたいと。

まだそういうこと自体も、どこにどの部位が

おいしさなのかというのも分かっておりません

ので、それに取り組ませていただいて、それが

結果的に赤身肉にも結構入っているんだという

ことになれば、またそのときに、どういうふう

な手法で消費者の方に発信していくかというこ

とを検討をしていかなくてはいけないと考えて

おります。

○山下委員 ぜひお願いしたいんですけれど、

宮崎県は毎年莫大な投資をしながら種雄牛づく

りをやっている。そして、この種雄牛づくりは

全国で一番だろうと思うんです。

長い年月かけて、ＪＡ、肥育農家、生産農家

の皆さんが協力して、これだけ実績をつくって

きたわけですから、宮崎牛という一本化じゃな

くて、これだけ日本国内でも赤身が期待されて

いるのであれば、宮崎牛赤身肉、何かそういう

ブランド名も考えていくときではないかなと思

うんですが、全くその議論はしていないですか。

○河野畜産振興課長 赤身の志向ということで、

牛１頭のサシの入る部分はほんの一部なんです

けれども、モモとか赤身が主のところもござい

ます。今の段階はサシが入っている、評価をさ

れているものが値段に直結しておりますので、

どうしてもそういう方向に行きますが。

今回この事業をさせていただいて、先ほど言

いましたような、どういう成分がおいしさにつ

ながっているというのがはっきり分かって、そ

れが例えば赤身にも入っているという話になっ

た暁には、やはり、委員の言われるような宮崎

牛の売り方というものも、消費者ニーズをちゃ

んと捉えている形も検討をしていかなくてはい

けないかなと考えております。

○山下委員 ぜひ研究をお願いします。

○岩切委員長 宮崎牛のおいしさ探求という項

ですが、関連する御質問があれば、なければ別

の課題で。

○右松委員 44ページの新船の建造の件なんで
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すけれども、先ほど応札が１社のみということ

でお話しいただきましたが、造船会社はいろい

ろある中で、漁業調査船を建造できる会社とい

うのは限られているんでしょうか。

○西府水産政策課長 今回の新船の建造に当

たって条件を造船所につけさせていただきまし

た。それは、全国各地の条件を見たときに、か

なり緩い条件にさせていただいたんですが、過

去に25年に100トン以上の鋼船、要は鉄の船の漁

業調査船ないしは官公庁船を造った実績がある

造船所ということで条件をかけさせていただき

ました。

全国でこれに該当する造船所の数を調べてみ

ますと10社ございましたので、この中から手が

挙がってくるものと思っておりましたけれども、

近年非常に造船のブームで、造船所があちこち

結構詰まっているんです。そういった意味では

残念ながら１社しか応募がなかったということ

でございます。

○右松委員 分かりました。去年監査とかいろ

いろやっていたときに、入札、応札に関しては

きちっと公平性であるとか、競争性とかが働い

ているのかどうかというのはどうしてもチェッ

クをさせていただくものですから、そういった

状況であれば了解いたしました。

８ページなんですけれども、ポストコロナ食

農連携プロジェクト推進事業ということで、食

品加工の分野を育てていこうというのは、私が

入ったときですからかれこれ10年ぐらい前から、

全国上位の農業産出額と食料品製造出荷額を上

げていこうということで、ずっと取組を進めて

来ているわけでございます。

そういった中で、この事業は加工販売事業者

も入っていますので、食品開発の分野も入って

いると思うんですが、これは新規事業として、

今までと大きな違いというか、今までたくさん

打ち出してきました事業と比較したときの特色

というか、その辺を教えてもらうとありがたい

なと思っています。

○松田農業流通ブランド課長 ６次産業化の取

組というのは結構歴史がありますけれども、こ

れまでとの違いに関しまして、これまでは６次

産業化に取り組もうという方は、国の総合化計

画の認定というのがございますけれども、そう

いった計画の認定を受けて施設を整備し、オリ

ジナルの商品を作られたり、個人事業者として

の取組、材料等を連携しながら仕入れて商品を

作るというところはありまして、そういったあ

る意味、ざっくり言いますと、個々の事業体に

対する経営支援ですとか商品開発、そういった

部分をしっかりやってきたというふうに考えて

ございます。

ただ、ここに来ましてコロナの中、消費者の

行動、マインドが変わる中では、観光と結びつ

いた、あるいは、いろんな切り口での取組をし

ていく必要があるということで、国のほうが令

和３年度の当初予算で打ち出しておりますけれ

ども、やはり、多くの方の知恵やテクニック、

そういったものを結びつけて新しい商品を多様

化していくという考え方がローカルフードプロ

ジェクトという概念で打ち出されました。

今回の６月補正でお願いする分に関しまして

も、一事業者の商品を作っていくという世界か

ら、多くの方の知恵やテクニック等を持ち寄っ

て一つの商品にしていくという、そこの切り口

が違いであろうかと思っています。

○右松委員 事業主体が農業者、加工販売事業

者等で構成する団体ということで、先ほど、事

業者単位では育ててきたという話がありました

が、中小の食品加工会社には、もっと伸ばして
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いかないといけないところがたくさんあるので、

この団体の要件というのはどういう形になって

いるのか、そこを具体的に教えてもらうとあり

がたいなと思います。

○松田農業流通ブランド課長 図に書いてある

ところで、９ページのロケットの絵が描いてあ

ろうかと思います。

ここで御説明をしたいと思いますが、どういっ

た事業主体、団体になるのかということですけ

れども、大きな円がございますが、ここに販売

業者、農業者、いろんな加工業者、お集まりい

ただきまして、いろんな切り口で結びつくチー

ムといいますか、個別のプロジェクトを立ち上

げようと思っています。

この大きな円ですけれども、ここに、例えば

金融機関もそうですけれども、販売にお詳しい

方、加工技術に優れた方、農業者、材料提供者、

そういったところに声かけをしまして、多様な

人で輸出が得意な人、有機に取り組んでいる人

というような切り口で、任意のプロジェクトチ

ームをつくりまして、それに取り組んでいただ

くという形になろうかと思います。

○右松委員 ある程度母体があれば、そういう

形で引っ張っていけると思うんですけれども、

一本釣りとか単発ではなかなか難しいところが

あると思うんです。ですから、コーディネータ

ーの役割が大きくなってくるのか。いろんな業

者がいる中で、こういったプラットフォームを

つくっていくためのやり方というか、そこをも

う少し教えてもらっていいですか。

○松田農業流通ブランド課長 この９ページの

大きな円、これがプラットフォームと申し上げ

ましたけれども、中小企業団体中央会が事務局

を持っております食品産業協議会とか、いろん

な方々に声かけをしておりまして、参加したい

というようなお声を幾つも伺っているところで

す。

そういった方々に集まっていただく中で既に、

一から芽を作るということではなくて、保存食

関係で作ろうと思っているんだとか、観光と結

びつけてというようなお声も頂いておりまして、

そういった声を種にして、コーディネーターさ

んにはそういった知見やテクニックを持つ方を

呼び寄せて、結びつけていただくという役割を

果たしてもらう考えてございます。

○右松委員 分かりました。予算規模が2,400万

と、大きな金額とは言えない金額でやっていく

ということで、コーディネーターの人件費が380

万ということですが、このコーディネーターは

どういった方を想定しているのでしょうか。新

規の方なのか、今まで県とこういった事業で絡

んできた方なのか、そこをちょっと教えてもら

えると。

○松田農業流通ブランド課長 このコーディネ

ーターをどういう形で想定しているかというこ

とに関しまして、このプラットフォームに参画

しようという農業法人には、加工も既にやって

いらっしゃるような法人さんが結構いらっしゃ

いますので、そういった法人との人脈をお持ち

のところ、例えてば、法人協会ですとか、団体

を通じて、非常にお詳しい人材の登用を考えて

ございます。

○岩切委員長 ポストコロナ食農連携プロジェ

クト推進事業に関連して御質疑がありましたら、

この際頂きたいんですが、なければ、他の項目

でいかがでしょうか。

○山下委員 14ページの農薬防除等生産技術高

度化推進事業なんですが、地元の武田委員もお

られますが、基腐病です。これが新聞報道によ

るとまた発生の兆しが見えてきたということで
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すが、まだ決め手はないんですか。今の状況を

ちょっと教えてください。

○川上農産園芸課長 農薬に関しましては、今、

幾つか薬が登録されてきておりまして、国に急

いで登録していただいて、登録の取れた農薬も

そろえております。

それに加えまして、ドローンを使った航空防

除でも使える農薬が数種類、事前の発生の防止

をするための農薬についても登録は進んでおり

ます。

農薬だけではなくて、その他の対策も含めな

がら、地域と連携しながら発生の抑止に努めて

いるところでございます。

○山下委員 去年、串間の食用カンショ以外に

も焼酎用の原料カンショもかなりの減産で、生

産調整をしていた霧島酒造も年度初め慌てて、

ある限り買いあさりをしないと足らないと、そ

れぐらいダメージがあったと思うんです。

今年もそういう状況になると、食用カンショ

を含めて、焼酎業界でもかなり深刻な問題になっ

てくるような気がするもんですから、九州管内、

熊本県にも発生していたでしょ。だから、やっ

ぱり原料を集めるにも大変な状況になってくる

と思うんです。

皆さん方がこれだけの事業も持っておられる

わけですから、これは皆さん国にも国会議員に

も要望をされているでしょ。決めてについてい

まだに何か見通しが立たないというのは、やっ

ぱり何なのかなと思うんですけれど、そこを

ちょっとお聞きしたいと思うんです。

○川上農産園芸課長 ４年目になりますので、

いろんな対策をしながら防除に努めているとこ

ろでございますけれども、決め手がないという

のはおっしゃるとおりだと思います。

ただ、菌の密度をどんどん少なくしていくし

かないのかなと考えているところで、そのため

にはいろんな対策を組み合わせながらやってい

くことだろうと思っています。

まず、苗の段階から持ち込まない対策。それ

から、圃場の中で広げないために早期に発見し

て、それを持ち出しながら、農薬とかを使って

防除をしていく。そして、それをまた持ち越さ

ないという、そういった総合的な対策を取りな

がら、徐々に菌の密度を下げていくことが最大

の対策だと思っております。

○山下委員 ウイルスフリーの苗でも解決でき

ないの。

○川上農産園芸課長 バイテクセンターでウイ

ルスフリー化をして、その苗を県下に配付して

おりますけれども、それにつきましては持ち込

みで菌を少なくする効果は大きいと思っており

ます。

ただ、圃場にまだ菌が存在したり、栽培途中

に外から入ってくる菌、そういったものでまた

感染する危険性というのはあるわけです。まず

は無菌状態の苗、あるいは芋を使うということ

は大きな効果になると考えております。

○山下委員 完全な決め手じゃないわけですね。

○川上農産園芸課長 はい。100％ではないとい

うことでございます。

○山下委員 私は100％は求めないんですけれど

も、ウイルスフリーの苗はなかなか手に入りづ

らいし、やっぱり高いでしょ。そうなった場合

に、病気がどれぐらいに抑えられるのかなとい

う皆さん方の見通し、農家に話ができるぐらい

の水準というのは何か持っていないかなと思っ

たから聞いたんです。

○川上農産園芸課長 ちょっとその何％とか、

どの程度という数字は、申し訳ありません、持

ち合わせておりません。
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○山下委員 やっぱり深刻なので、何か早くや

れる手だてを。農薬だけに限らず、試験場でウ

イルスフリー苗はずっと実績も持ってきている

わけですから、これを使ったら２割でも３割で

も病気を抑えられると皆さんが評価できれば、

あとはその苗の供給体制をどうするかでしょ。

カンショというのは、日本農業の何百年とい

う歴史の中で唯一南九州で生き残ったわけです

し、今、土地利用型農業の中でもカンショとい

うのはかなりなウエートを占めているわけです

から、早急な対策は考えないといけないと思う

んですけれど。

○川上農産園芸課長 分かりました。ウイルス

フリー苗の効果につきましては、過去のデータ

等ももう一度調べ直しまして、それによりまし

て、どの程度抑えられるか、そしてまた、組み

合わせることでどうやって感染の拡大を防いで

いくか、そういったことにつきましても総合的

に検討をしてまいりたいと考えております。

○牛谷農政水産部長 すみません。私が関わっ

ていたので、少し補足させていただきます。

この基腐病につきましては、近年入ってきた

新しい病害ということがひとつございまして、

先ほど委員からございましたように、カンショ

は、宮崎においては台風にも強いということで

残ってきた品目の一つとして重要なウエートを

占めてきた、地域を築いてきたわけですけれど

も、ここに来て新たな病原菌が入ってきたとい

うことで、その対策というのがなかなか難しい

という状況でございます。

菌につきましては、当然、ウイルスフリー苗

であったり、無病の苗を入れるというのは非常

に重要なことなんですけれども、菌自体がカン

ショの葉っぱの根っこや、芋といった作物の残

渣に残っていると、それが次の伝染源になると

いうことで、通常の早堀りとかでいきますと６

月、７月に収穫をして、それからひと夏過ぎま

すので、大体その間に腐ってしまうということ

になりますけれども、普通堀りとか貯蔵でいき

ますと10月、11月に収穫しますので、そのとき

に、可能な限りそういう残渣を持ち出したとし

ても、どうしても残ります。

残ったものは、冬の間は気温が低いので、な

かなか腐らないという状況にあって、そこに菌

が残っていれば、翌年３月、４月に苗を、それ

はウイルスフリー苗でも一緒で、無病の苗を植

えても、残渣に残っている菌がつけば発症する

ということが分かっております。それが伝線源

になって次の年のカンショの病害になってくる

ということもあって、当初から国の農研機構や

鹿児島県とも連携しながら対策を打っておりま

すが、現状ではこれといった決め手がないので、

総合的な防除として、まずは菌を持ち出すこと、

それから土壌消毒や無病の苗を入れるというこ

とを頑張っていますけれども、なかなかこれを

やれば絶対オーケーという対策はないと。

やはり、地元の方々は、農薬に対する期待が

非常に大きくて、新しい農薬も今年から使える

ようにはなっているんですが、カンショとい

う120～150日畑の中にある作物に対して、使用

できる回数が３回に限られているということで、

有効に使わないと、３回以上使うところは当然

できませんし、薬剤抵抗性の問題もありますの

で、使い方は当然慎重でないといけないことも

あり、地元の方の要望には、まだ薬剤面では応

えることはできていないと思っています。

一方で、次の薬剤があるのかというと、当然、

食品への残留農薬の問題がありますので、そう

いうものがクリアできていないと、なかなか試

験だけでは農薬の登録はできません。地元から
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の要望は非常に強いんですけれども、国と一緒

になって急いでやったとしても、そこは来年で

きますよというような話にはならないというこ

とで、幾つかの対策を全体としてやっています

が、おっしゃるとおり非常に厳しい状況にござ

います。

宮崎県では、串間市の食用カンショが一番被

害を受けています。鹿児島県では加工原料カン

ショが非常に影響を受けているということで、

県内では西諸、中部、児湯、北諸、南那珂、こ

のエリアについては徹底して対策をやるように

ということで、各普及センターでやっているん

ですけれども、やっぱりこんな降雨の時期に広

がっていきますので非常に難しいということも

あって、今のところでは昨年ほどにはならない

と思っていますけれども、少しずつは出てきて

いるという状況にあります。

○武田委員 お話しありがとうございます。農

家の方々もう本当に残渣処理からウイルスフリ

ーの苗、コストもかかっています。

もちろん国・県・市からいろいろ補助を頂い

て何とかなっているんですが、本当今までの何

倍も働いて、一生懸命頑張ってこられている状

態で、辞められた方、半分にされた方、３分の

１にされた方、中には若手の経営者の方で1.5倍

近く増やしている方もいらっしゃいます。農家

を回ってみますと、やっぱり出ているというの

が正直なところで、この６月の雨が終わった後

にどうなるかなとみんな心配されています。

皆さんも農薬は完全じゃないと、完全じゃな

いんだけれどやるしかないということで、一大

産地ですので、今一生懸命やっていらっしゃる

んですが。

この前もアオイファームの社長とも話をさせ

ていただいたんですが、決算上はいろいろな補

助金を頂いて2,000万円以上の黒字が出ているん

ですけれども、実質赤字だと。

やはり、芋の産地として、今まで串間市を支

えてきた農業、特に宮崎県としても輸出を頑張っ

てきたカンショを何とか途絶えさせてはいけな

いということで頑張っていらっしゃいます。確

かに、僕も３～４年ずっと関わっているので、

これだという決め手がないというのも分かって

きたんですけれども。

九州以外にも広がっているという話なので、

これは全国的に、茨城県とか関東のほうでもこ

れから大変な問題になってくるのではないかな

と思っていますので、皆さんには本当に一生懸

命頑張っていただいてありがたいなと思ってい

るところです。

もう一つ、農家の方は、私たち以上に本当に

苦しんでいらっしゃいますので、何とか皆さん

の力をお借りして立て直したい。

確かに農薬も大事なんです。農家の方も農薬

で一発で直してもらうのが一番いいんでしょう

けれど、地力が弱っているんじゃないかと思う

んです。地力を回復するために輪作体制をとっ

ていくとか、そういうことを農協も入れて農家

の方々と真剣に話をしていただいて、芋と畜産

とか、キンカンとかいろいろありますので、そ

こ辺を組み合わせて、何とか地域の農業を守っ

ていただきたいと思っていますので、よろしく

お願いいたします。

○牛谷農政水産部長 輪作体系を取るというの

は非常に重要な対策だと思っていますので、そ

こは農家の方の協力を頂きながら進めています。

今期待しているところが国の試験場からも

らってきた抵抗性の新しい品種がありますとい

うこと、また、これまでなかった作型で、７月

以降、梅雨が明けた後に植えるということがう
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まくいけば、そこそこのものはできてくるのか

なと思っていますので、新しい考え方、技術も

含めて取り入れながら、地元と当然、市町村・

県・国・試験研究が一体となり、しっかりと取

り組んでいきたいと思っています。

○右松委員 20ページの多様な農業人材働き方

支援事業、労働力の確保ということで、農福連

携のほうはある程度スキームというか、形はで

きているのかなと感じておりまして、今回はコ

ロナ禍により働く場を失った多様な人材の就労

機会の創出ということであります。

これは短期就労モデルということで、ある程

度想定をした形での事業だと思いますけれども、

この予算規模からして、何人ぐらいで積算され

ているのか、そこを教えてください。

○小林農業担い手対策課長 本事業の①の実践

支援事業のほうでございますけれども、こちら

は、まず補助率の関係で２分の１と３分の１と

ございますけれども、昨年も同様の事業を７月

の補正予算でお願いしておりまして、それをさ

らに後押しをするということで今回またお願い

しているものでございます。その関係で、新し

く人材を受け入れられた経営体で昨年使われた

方は３分の１、今回初めて使う農業経営体の方

で２分の１補助という補助率で考えておりまし

て、合算で40名程度この予算規模でやっている

ところでございます。

○右松委員 分かりました。昨年のこの実績と、

それからもう一つ、これはダブルワークという

ことで、一応一例としてここに出ていますが、

例えば、短期就労ということであれば、籍を会

社に置いたまま在籍型の出向というか、その辺

まで考えておられるのか。

これは繁忙期の期間が恐らく限られていると

思いますので、そういったケースも考えておら

れるのか、そこもちょっと教えてください。

○小林農業担い手対策課長 まず、昨年の実績

でございますけれども、昨年の令和２年12月か

ら本年３月までの４か月間程度、前身事業に取

り組んだところでございます。短期就農モデル

の取組に応募された方としては208名いらっしゃ

いまして、そのうち82名の方が実際に現場に出

られて、ダブルワークという請負作業に従事さ

れたところでございます。

委員御指摘のどういったダブルワークの対象

者を考えているかというところにつきましては、

事業者、受入れとかの経営体のニーズに応じた

働き方となろうかと思っておりますので、基本

的には在籍出向等は想定してございませんで、

パートでございますとかバイト、あるいは主婦

の方、そういった御自分の御都合のよいときに、

スポット的に作業をされる方というところを想

定しているところでございます。

○岩切委員長 関連しての御質問があれば。ほ

かの項目でよろしければ、次に進みます。

○山下委員 22ページ、農地バンクデジタルシ

フト推進事業、農業振興公社が長いこと取り組

まれていますが、農地バンクで預かっている農

地、受け手というか、農地を差し出す面積、そ

して、借り手のない土地、これはどれぐらいあ

るのか。

○小林農業担い手対策課長 まず、昨年度末ま

での時点でございますけれども、機構が県内の

農地の所有者の方からお借りしている中間管理

権を設定している農地面積につきましては、

計8,100ヘクタール程度でございます。

基本的に中間管理権を設定する際には、機構

から転貸される方とのマッチングを重視して取

組を進めてございますので、機構のほうで貸す

当てのない農地は、今はほとんどない状態でご
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ざいまして、中間保有農地の本年２月末の状況

でございますけれども、県内で約28ヘクタール

あるところでございます。

○山下委員 私が聞いているのは、農地を預け

ようとしたときに、貸してが農地の借り手を見

つけてきなさいと、機構がそういう対応の仕方

をしているということだったから、数字を聞い

て28ヘクタールしかないということですけれど

も、その辺の問題は出ていないですか。

農地を預けようと、高齢者が農業をしなけれ

ば、この土地を預けないといかんでしょ。機構

に預けて、運よく自分の近くで農地を預かって

くれる人がいればいいですよ。今回も質問に上

げたけれど、狭隘地やら山村の土地というのは、

なかなか今は法人も借りてくれないんです。

機構としての役割、これが何を努力している

のかということが、私はちょっと明解にして欲

しいんです。

だから、面積が28ヘクタールというのは、こ

の数字はおかしいと思うんです。機構の中で、

農家が預けようとしたときに、自分たちで借り

手を探してきてくれと、そういう動きをしてい

ないですか。私の間違いですかね。

○小林農業担い手対策課長 県の中間管理機構

では、業務上の規定というものをつくってござ

いまして、確かに委員御指摘のとおり借り受け

ることが困難な農地というところは、設定をし

てございます。

ただ、それは明らかに農業上の利用が困難な

狭隘な農地であるとか、そういった明らかに条

件が不利なところというところは、機構として

も、恐縮でございますけれども、中間管理権の

設定をしないというふうな運用としてございま

す。

おっしゃられたように、地元のほうで御自分

で借りられる方を探すべしというふうな冷たい

運用をしているというところは承知をしていな

いところでございます。

○山下委員 私はこういう新規事業が、何の目

的があって、何の効率が上がっていくかという

ことを確認していきたいんです。

今回の質問の中でも上げましたけれども、荒

廃農地がどんどん増えていっている、これがそ

の姿なんです。今、荒廃農地というのが2,800ヘ

クタールぐらいだったかな。

せっかく機構というのをつくっておいて、国

の制度もそういう形で、荒れた農地をなくすた

めに、やっぱりこの基本となる動きをしていか

ないといけないんです。

じゃ、その借り手のない農地を具体的にどう

したらいいのかというお互いの対策を講じてい

かないといけない。

そして、課長、いいですか。28ヘクタールし

かないということですので、機構に相談があっ

た面積というのはどれぐらいあるのか把握して

いるのか。

○小林農業担い手対策課長 御指摘の面積につ

いては承知をしてございません。

機構に、この農地を貸したいんだというふう

な相談があった農地の総面積というのは、申し

訳ありませんが、ただいま持ち合わせてござい

ません。

○山下委員 その面積は把握をしていないとい

うことだね。

我々が末端で聞く話は、農業委員会もそこを

苦労をしているんです。だから、その辺の問題

を検討して、機構といろいろ検討をしながら、

その問題解決をやっていかないと、農村社会に

おいてはどんどん疲弊していきます。そのやり

方の知恵を出していかないと。
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○小林農業担い手対策課長 おっしゃるとおり

だと思ってございます。

今回の農地バンクの事業でございますけれど

も、目指すところは、農地中間管理事業の業務

の簡素化、作業の負担の軽減でございます。と

いいますのも、これまで農地中間管理事業が始

まって、かなりたちますが、機構への中間管理

権の設定については10年でお願いをしているの

が基本でございますけれども、機構から農家に

転貸するときには５年間ということでお貸しし

ているところでございまして、その更新時期と

いうのが今来ているところでございます。

それに毎年新しく機構のほうを活用していた

だいている面積も増えてきておりますので、そ

うしますと中間管理機構自体が現場での契約の

確認でございますとか、そういった事業に付随

する契約上の業務で、本来の皆さんの中に入っ

ていって御相談を承って、農地を借りられるこ

とを希望される方、それから貸したいと希望さ

れる方とのマッチングを行うとか、それから、

農地を集約化して１人の方に筆を集めていくこ

とがなかなか難しかろうと我々も問題視してご

ざいます。

そうしたところで少しでも機構の現在の業務

を軽減して、そういった本来のところに立ち返

るということを目的としてこの事業を構築して

ございます。おっしゃるとおり我々も機構の地

域駐在員という者もございますし、それから、

各圏域で市町村やＪＡや農業委員会の皆様と推

進チームをつくってございますので、そことしっ

かり連携をして、できるだけ農地の円滑な集積、

集約を進めていきたいと考えているところでご

ざいます。

○右松委員 ４ページ、５ページのひなたＭＡ

ＦｉＮ、見させていただきました。非常に分か

りやすくて、いろいろとチェックしていきたい

なと思うようなとてもいいホームページが出来

上がっているなと思いました。

それで、ここに病害虫とスマート農業のマッ

チングフォームが出ていますが、まだこれがス

タートしたのが今年の３月ですか。だから、今

後、ユーザーからどれぐらいアプローチがあっ

て、実際に行政が携わってうまくいった、そう

いったのが統計に出てくるといいなと思います

し、改良していくこともあるでしょうし、また

ぜひこれからも引き続きいろんな取組をしても

らいたいと思っています。

5,700万円の予算がついていまして、ランニン

グコスト的なものは。例えば、全然規模が違い

ますけれど、私はホームページを持っている中

で、自分でデータや情報を加筆しているんです

よね。

だから、これはどういうふうな形で今後情報

を入れていくのか、それから、ランニングコス

トのあたりも教えてもらうと。参考にさせてく

ださい。

○殿所農政企画課長 ３月末に開設をいたしま

して、約３か月運用したところでございます。

今回の事業につきましても、委員から話があ

りましたように、ユーザの方から、こんな使い

方ができるといいんだけれどというようなお声

があったことを受けまして、病害虫診断のリモ

ートであるとか、マッチングの仕組みをつくろ

うと思ったところでござます。

今後もそういうお声をしっかり把握してやっ

ていきたいと思っています。

ランニングコストにつきましては、今のシス

テムの使用料とか、そういったもので年間300万

程度かかるんですけれども、それは確保してあ

ります。それ以外のデータを作ったり、あるい
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は動画を作ったりというのは、基本的には職員

でやろうと思っています。

といいますのは、もちろんコスト的な面もあ

りますけれども、農政水産部の職員自身がしっ

かり事業の中身を理解をして、農家の皆さん、

県民の皆様に分かりやすく伝えるというマイン

ドを持って仕事に取り組んでもらいたい。

人材育成という側面も考えながら、そういう

取組をしておりますので、できるだけランニン

グコストの部分は自分たちがやることで圧縮で

きるような形を取っているところでございます。

○右松委員 とてもいいと思います。ユーチュ

ーブとかで職員が面白く作っているところもあ

りますよね。手作り感もあるし、うまい形で作

る方も今結構おられて、私もちょっと見ました

けので、動画もすごくいい形でできていますか

ら、ぜひこれからもいろいろ工夫しながら引き

続き頑張っていただければと思います。

○殿所農政企画課長 ５ページを見ていただき

ますと、今、委員のお話しがありましたように、

デジタルを使って発信力を強化するために非常

に大事なことであるんですが、委員からお褒め

を頂きましたユーチューブなどにしても、手作

りでやっておりまして、まだまだ改良の余地は

あるのかなというところで。

そこの２の①にありますように、ＳＮＳであ

るとか動画を使った場合に、どうすれば効果的

に発信できるのかとか、あるいは動画を作った

ときに写り込んではいけないものとかがあった

りするわけです。

例えば圃場で写真を撮ったときに車のナンバ

ープレートが写っていたりするとよくないわけ

で、そういったリスク管理とか、まだまだ我々

が学ばなければいけないところもありますので、

そういったところも今回の事業をしっかり使い

ながら精度を上げていって、より生産者や県民

の方々に御利用いただけるようなものにしてい

きたいと思っております。

○右松委員 農業分野でこれをやるというのは、

非常に意義のあることかなというふうに思いま

したので、ぜひ引き続き頑張ってください。

○ 原委員 私も、２月だったか、このひなた

ＭＡＦｉＮをお作りになっているというのを聞

いて、いいなと思ったんですが、国の補助事業

との関係で、例えば商工関係で言えば、県を通

した補助事業と、直接国がやっている、それと

補助金とかありますけれど、農業についても県

独自か農政局から直接来るのかで一緒ですよね。

県でそういうのがいっぱいあるわけです。我

々が見えるものと見えないものがあって、一体

どんな支援体制が組まれているのか、どうも見

えにくい。

そこで申し上げたいのは、ひなたＭＡＦｉＮ

を農政水産部でお作りになったことは非常にい

いことだし、さらにそれを今度アップグレート

していくことはいいと思うんですが、県として

の窓口を１つにして、そこに農政水産部のひな

たＭＡＦｉＮがあって、商工は商工で、ここか

ら一緒に入っていくようにすると。

今のところ商工のほうはない、福祉もないと

いうことですから、できたら横の連携を取って

いただき、県民から見れば県庁というのは宮崎

県の１つの窓口なんですから、全体で１つにし

て、そこからそれぞれの部に入っていくシステ

ムにしたほうがいいということを私はお願いし

たいなと思っていて。

県民のためにある県庁ですから、自分のとこ

ろだけよくなるのではなく、ほかのところも、

そこを本当は総合政策部がやらなければいけな

いことかもしれないけれども、部長会などでほ
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かの部にも投げかけて、一緒にやってみましょ

うよという話をしてください。

○牛谷農政水産部長 御指摘のところは重々感

じておりまして、ほかの部にも農政でこういう

のを作るからねという話をしながら作っていま

すので、農政で作るというところは、ほかの部

も御存じだと思っております。

また、県には県庁のホームページがあります

ので、例えば、そこからそれぞれ飛ぶようにす

るとか、いろいろ考え方はあると思いますので、

これからそのあたりも含めてしっかりと検討を

してまいりたいと思っています。ありがとうご

ざいます。

○ 原委員 要するに、県庁というワンストッ

プから入っていくということで、よき事例とし

て、ほかの部をリードしていただくとありがた

いなと思いますので、よろしくお願いします。

○内田副委員長 ６ページをお願いします。県

産農畜水産物応援消費推進事業なんですが、先

ほど山下委員がおっしゃられた宮崎牛の霜降り

から赤身というお話は、私も本当納得いく話だっ

たんですが。

昨日も給食関係者の方とお話しした際に、今

回、昨年１年間通して学校現場で本当高級なも

のを子供たちにたくさん提供していただいて、

宮崎牛も食べれたし恵まれているわと。ただ、

調理する中で、脂の処理が大変だったというこ

とと、ちょっと脂っぽくて、食べにくい子ども

たちも結構いて、贅沢な話なんですけれど、赤

身が多いほうがよかったなというようなお話を

聞いていたものだから。志向も変わってきたの

で、改良を進めていただくと、またチャンスが

あるんじゃないかなということも感じました。

もう一つ、水産について何度も質問をさせて

いただいているんですが、去年の１年間を通し

て、お魚は骨の処理とかいろいろあって、学校

給食側よりなかなか理解を得られなくて、水産

が盛んなまちの現場では、加工された養殖魚を

食材として使ってくれるところもあったんです

が、全ての地域が網羅されたわけじゃなかった

と思うんです。

また、今年も水産物をこうやって提供してい

ただくという中で、去年、満遍なく県内どこの

給食でも水産物を扱っていただいたのか。もし

かすると扱っていただけなかったから、この動

画も制作したのかなと理解したりもするんです

けれども、そういう給食現場、学校現場での理

解というのはどうでしたか。

○松田農業流通ブランド課長 学校給食に関し

まして、牛肉に関して脂が多かったとかいろん

なお声があったということで、ありがとうござ

います。

今回、学校給食にいろんなものを提供するこ

とで、いいお話もありましたし、例えば、これ

は直採事業になりますけれども、マンゴーあた

りは非常に御父兄の方が心配だと、ちょっと負

けてしまうとか、そういったお話もございまし

た。いろんなお話を頂く中で、ブラッシュアッ

プしていく必要があろうかと思います。

お尋ねの水産物に関しまして、学校給食を実

施している370校を対象にこの事業は実施してお

ります。おおよその児童生徒数、関連職員合わ

せて10万人が対象ですけれども、370校の中で水

産物に関しましては363校で実施されたと把握し

てございます。

また、水産が盛んなまちでは、例えば延岡市

あたりは何回も地元の物ということで、非常に

多くの回数に取り組まれたと、一方で、委員が

御指摘の水産物が身近でないといったところで

の活用という部分に関して、そういった傾向が
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あったのかなと思います。

ただ、オールみやざきで応援消費という名の

もとに、我がまちにないものも食べようという

ような機運が高まってきたと思っておりますの

で、今回の６月補正でお願いしております水産

物に関しまして、教育庁サイドと十分調整をし、

県内満遍なくこういった県産材が回るようにと

いうか、知っていただくように努めてまいりた

いと考えてございます。

また、周知できなかったので動画というとこ

ろになったのかというお話しですけれども、食

育と併せて実施をしましたけれども、やはり視

覚に訴えるビジュアルな動画をＤＶＤにして各

学校に配ることで、よりもっと多くの生徒たち

が水産物を身近に感じて食べていただくように、

さらに推進するという意味で制作をするもので

ございます。

○内田副委員長 それと、昨年当初、この食材

の提供先を、学校だけじゃなくて、例えば介護

施設とか施設関係にも広げてはどうかというよ

うな提案とかもあったと思うんですけれども、

補助金の関係で学校限定でやっているのか、そ

れ以外の施設に広げられないのかを聞かせてい

ただきたいんですけれど。

○松田農業流通ブランド課長 昨年度の取組に

関しまして、農政水産部で行いましたこの給食

の事業は、国のお金を活用してございます。５

億8,000万近くの予算額をもって、国の事業で、

学校給食を実施しているところという決まりが

ございましたので、そういった取組になりまし

た。

一方、現時点においても国の３次補正の事業

が各事業者取り組んでおられますけれども、子

ども食堂への提供ですとか、そういった提供等

はございます。

ただ、病院はじめ福祉施設、そういったとこ

ろまでというふうになりますと、今のところは、

私ども農水関係で知る範囲では、提供する事業

がないのかなと考えてございます。

○内田副委員長 あともう１点いいですか。販

路拡大のところで、質問でも特にカンパチやタ

イのうち、規格外の大きさの３年目、４年目の

タイが大量に滞っているということで、この運

搬料の助成というのが、そういう規格外になっ

て滞っているものに対しても可能性があるもの

になるのか、それとも、タイ、カンパチ以外の

もので使われるのか。

○西府水産政策課長 運搬料の助成については、

特に規格外のものがだめだということではござ

いません。

現在、県内の養殖業者の方が持っていらっしゃ

る養殖場の中で滞留が発生しておりまして、そ

の数量をとにかくはかしたいということを目的

にしております。ただ、タイの場合は、現在市

場で出回っているサイズが１キロ台なので、要

は買い手のほうが規格外のものを実際受け入れ

ていただけるのかという問題がひとつあろうか

と思っています。

ただ、規格外にしては、例えば、カンパチと

かタイ、ブリについては、サイコロ状にダイス

カットをしたりとか、切り身にして学校給食に

提供させていただいておりますので、もしかし

たらそちらのほうが需要としてはあるかもしれ

ません。

いずれにしても、規格外にしても滞留魚とし

て残っているのは間違いございませんので、そ

の分についてもしっかりと解消できるように御

支援をさせていただきたいと思っています。

○内田副委員長 その運搬なんですけれども、

これは、これまでの経緯からどこを狙っている
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のかということまで教えていただければありが

たいです。

○西府水産政策課長 養殖魚、それから、高級

な天然魚、２つのパターンを考えておりまして、

いずれも養殖魚であれば活魚車を使って出荷す

ると、天然魚については鮮魚のトラックを使う

というふうに考えてございまして、出荷の方面

は市場をひとつ考えております。

九州であれば福岡、関西であれば大阪市場と

か、あとは関東の市場、大きくはその３か所を

考えてございます。

○ 原委員 10ページの機能性食品、これちら

いろいろ研究していただくということで、非常

にすばらしいことだと思うんですが、今まで宮

崎県として、何かこの機能性食品として実績が

あるんですか。

○上田農業普及技術課長 県内で機能性表示食

品として消費者庁に届けられております食品は

７件ございます。

内容としましては、ジェイエイフーズみやざ

きのホウレンソウがルテインということで、機

能性表示食品として届けられております。

そのほか大豆イソフラボンですとか、食物繊

維、難消化性デキストリンというものらしいで

すが、そういう食物繊維が機能性のものとして

入っていると、そういうものでございます。

○ 原委員 それは宮崎県の食品だから、それ

が豊富に含まれているということを売りにして

いるということですか。

○上田農業普及技術課長 機能性表示食品につ

きましては、その届出に際してエビデンスとい

いますか、例えばルテインでれば、そのルテイ

ンが目の保護にいいという部分がないと、届出

はできないということになっております。

ですから、例えばそのルテインが豊富にとい

いますか、目の保護にいいだけ摂取ができると

いうある程度の量が含まれていれば、それは届

出はできるだろうとは思います。

その上で、本県にとって、例えばルテインの

含有量等がほかの地域よりも多いという特徴が

もし見出せるのであれば、それは本県にとって

も非常に有効な表示になろうかというふうに考

えますし、また、この機能性食品を届けるため

の研究体制といいますか支援体制、そういうも

のが、本県は残留農薬分析等で今まで培われて

きております技術なり人材等もございますので、

そういうものを生かしながら支援をしていくと

いう本県の強みはあろうかと考えています。

○ 原委員 なかなかその差別化は図りづらい

のかもしれないけれども、本県特有というのが

あるといいんでしょうけれどね。

○松田農業流通ブランド課長 農業流通ブラン

ド課のほうから補足なんですけれども、今お尋

ねの言葉の中では、「機能性表示食品」という言

葉がありましたが、これは消費者庁にしっかり

と証拠データをそろえて届出をするという義務

がございます。

一方で、もう少し簡単なやり方として、「栄養

機能食品」、言葉が似ているんですけれども、自

分たちでビタミンＡですとかビタミンＣという

のがこれぐらい入っているという分析をしっか

りやった上で、届出なしでデータを持った上で

表示をし販売をするという商品化もございます。

具体的に申し上げると、ビタミンピーマンと

いうことで、宮崎のビタミン、太陽がいっぱい

で、日射量もたくさんあってということで、実

際の食の安全分析センターで分析をしていただ

いた結果、他県産のものよりも宮崎県産のがた

くさん含まれていますよというのをうたい文句

にして販売に力を入れているところでございま
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す。

ですから、宮崎県だから多いのかという部分

に関しましては、今の栄養機能食品という分野

の中で本県の特徴を出して商品化を進めている

ということでございます。

○ 原委員 したがって、この２億2,000万円は

そのための研究をする体制をしっかり充実して

いこうということだと理解していいですね。

○上田農業普及技術課長 そのとおりでござい

ます。機能性表示食品もそうですけれども、そ

の栄養成分といいますか、栄養機能食品のほう

もこれらの機会を活用して、共同研究を進めて

まいりたいと考えております。

○ 原委員 この設備はいつごろ入るんですか。

○上田農業普及技術課長 結構特殊な機械等も

ございますので、全てそろうのは年度末になろ

うかと思います。

○ 原委員 そうですか。早く入れるようにし

てください。見に行きますので。

○上田農業普及技術課長 努力はしたいと思い

ます。

○岩切委員長 次の事項に進みたいと思います

けれど、よろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 それでは、次に報告事項に関す

る説明を求めます。

○殿所農政企画課長 それでは、常任委員会資

料の46ページをお開きください。

損害賠償額を定めたことについて、専決処分

を行いましたので、御報告いたします。

事案は、県有車両、いわゆる公用車による交

通事故１件で、令和２年１月15日、宮崎市旭１

丁目６番30号の路上において、進行方向の信号

が赤に変わったことに気づかずに交差点に進入

し、左方向から右折してきた相手方の車に衝突

したものであります。

原因は、信号、そして前方の状況確認が不十

分であったことによるものでございます。

損害賠償額は10万1,918円でありますが、県が

加入する保険から全額支払われております。

交通安全につきましては、機会あるごとに職

員の意識高揚に努めておりますが、今後とも一

層の徹底が図られるよう、再発防止に向けまし

て厳しく指導してまいりたいと考えております。

続きまして、47ページを御覧ください。

令和２年度宮崎県繰越明許費繰越計算書につ

いてであります。

令和２年度に、議会において承認いただきま

した繰越事業について、繰越額が確定いたしま

したので報告いたします。

48ページをお開きください。表の一番下に記

載しておりますとおり、農政水産部全体で29の

事業で128億5,715万4,000円となっております。

繰越しの主な理由といたしましては、国の補

正予算の関係等により、工期が不足することに

よるものや、事業主体において事業が繰越しと

なることによるものなどであります。

49ページを御覧ください。

令和２年度宮崎県事故繰越し繰越計算書につ

いてであります。

表の一番下に記載しておりますとおり、農政

水産部全体で、５つの事業で、繰越額は６億2,654

万円となっております。

繰越の理由といたしましては、新型コロナウ

イルス感染症の影響により、事業主体において

事業が繰越しとなることによるものなどであり

ます。

なお、繰越事業の執行につきましては、関係

機関との連携を図り、早期完了に努めてまいり

ます。
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説明は以上です。

○岩切委員長 執行部の説明が終了しました。

報告事項について質疑はありますでしょうか。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 次に、その他報告事項に関する

説明を求めます。

委員の質疑は、説明が終了した後にお願いを

いたします。

○松田農業流通ブランド課長 常任委員会資料

の50ページをお開きください。

令和２年度の宮崎県農畜産物の輸出実績につ

いてであります。

１の概要にありますとおり、コロナ禍の影響

により、年度当初の輸出は低調であったものの、

巣ごもり需要によるインターネット通販や、健

康志向に合った品目の販売が好調であったこと

に加え、感染拡大の抑え込みに成功した国等の

需要回復により、令和２年度の本県農畜産物の

輸出額は、前年度比123％の72億8,900万円とな

り、過去最高額を記録したところでございます。

品目別では、２の品目別輸出実績の表の中段

にありますとおり、牛肉が約49億円、鶏卵が前

年度比292％の約５億円といずれも伸びて、畜産

物が輸出額全体の76％を占める結果となりまし

た。

また、水産物も伸びて、初めて10億円を突破

しております。

一方、輸出先別に見ますと、３の輸出先国・

地域別輸出実績の表のとおり、輸出額は、香港

が約28億円で、前年度比168％と大幅に増加し、

アジア向けで見ましても前年度比140％と大きく

伸びたところです。

その一方で、アメリカなどアジア以外では前

年度比93％にとどまる結果となっており、コロ

ナ禍からの経済回復の遅れ等が影響したものと

考えております。

次の51ページには、輸出先国のニーズに対応

した産地の取組として、図１の宮崎牛のＥＣ販

売の強化や、図３の冷凍サバ等のＨＡＣＣＰ対

応施設整備のほか、図４の中華圏の春節ニーズ

を捉えたキンカン販売の事例等を掲載しており

ます。

今後とも、このような取組を支援することで、

県産農畜産物のさらなる輸出拡大につなげてま

いりたいと考えております。

以上でございます。

○小林農業担い手対策課長 農業担い手対策課

でございます。

常任委員会資料の52ページをお開きください。

新規就農者の確保・育成についてを御説明い

たします。

まず、１、新規就農者の状況でございます。

表１の新規就農者の就農状況の合計欄を御覧

ください。令和２年の新規就農者は408人と、４

年連続で400人を超えております。合計の左側の

列に内訳がございますとおり、農業法人等への

雇用就農が239人、自営就農が169人で、雇用就

農者は過去最多となっております。

表２の地域別内訳では、中部・北諸県・児湯

地域での就農が多い一方で、中山間地域で少な

い状況にございます。

表３の営農類型別では、施設野菜、露地野菜、

肉用牛で７割を占めております。

次に、２、新規就農者確保・育成の取組でご

ざいます。

（１）就農希望者の確保といたしまして、令

和元年６月に農業人材の確保・育成に関する協

定を締結した株式会社マイナビと連携をいたし

まして、首都圏における就農相談会の充実等に
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より、県内外からの新規就農者の確保を図って

おります。

（２）就農トレーニング施設等での農業研修

といたしまして、就農希望者に対する知識や技

術の習得を図るため、みやざき農業実践塾や、

各地の就農トレーニング施設等において研修を

実施しております。

（３）県立農業大学校での育成といたしまし

て、農業大学校では、本県の農業や食の未来を

担う人材を育成しており、特に、昨年度、農業

ドローンや自動操舵対応の大型トラクター等を

導入するなど、先進技術を活用できる人材の育

成を強化しております。

（４）県内の農業法人等でのお試し就農とい

たしまして、昨年度からは、農業法人等に派遣

する就農希望者の枠を例年の２倍の80人に拡大

し、新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う

失業者等を農業分野で受け入れる取組を行って

おります。

（５）就農者の定着促進といたしまして、国

の次世代人材投資事業や、国の事業対象となら

ない親元就農者を対象とした県独自の農業人材

投資事業により、自営就農者の早期の経営安定

に必要な資金を給付するとともに、就農先の市

町村や普及センター等で支援チームを編成し、

訪問等の個別サポートを実施しております。

説明は以上でございます。

○岩切委員長 執行部の説明が終わりました。

説明事項に関する御質疑があればお伺いした

いと思います。

○武田委員 輸出実績ですけれども、コロナ禍

で本当に大分落ち込んでいないかと思っていた

んですが、すばらしい実績で、もしコロナがな

ければ、まだまだ増えていたというふうに理解

してよろしいんでしょうか。

○松田農業流通ブランド課長 コロナ禍という

のがない通常ベースでしたら、もっと伸びてい

たものと考えてございます。

○武田委員 日本食、健康食ブームもあって、

日本の食が世界の中で見直されているんだなと

いうのが本当これで実感できます。

先ほど品目別輸出実績があったんですけれど

も、今、カンショは100％を維持しているので、

アオイファームあたりの貢献度が高いのかなと

も思うんですが、お茶は日本の中でも消費量が

相当下がってきているので、輸出も下がってい

るということは、何かこれはお茶自体がなかな

か難しいとこに入ってきて、そこはしっかりと

した体制をとっていかないと、串間市のお茶農

家を見ていると、ほとんどお茶だけでやってい

るというところばっかりで、なかなか転換もす

ぐは難しいのかなと思います。

このお茶に関しては、日本だけではなくて、

世界的にやっぱり落ちているのかなとこれを見

て思ったんですけれども、そこあたりはどうな

んでしょうか。

○松田農業流通ブランド課長 お茶に関しまし

ては、50ページの表では、前年度比82％という

ことで落ち込んでいるわけですが、これは、国

全体で見ましても、国は年度ではなくて、年で

輸出実績を出すんですが、2020年でいくと緑茶

というのは10％伸びています。2021年の１月か

ら４月まででいきましても緑茶というのは24.8

％の伸びがあります。

これの裏づけとしては、お茶の中でも有機、

オーガニック、そういった健康というところに

結びつく作り方をしているお茶に関しては非常

に人気が高いですので、お茶のニーズが落ちて

いるわけではなくて、むしろ高まっている。た

だ、高まっているのはオーガニック系と理解で
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きると思います。

今度は、県の実績が82％に落ち込みましたの

は、この輸出されている事業者の中で、これも

有機のお茶の品質が悪くて、かなりここが量を

持っておりまして、そこが大分単価が下がった、

量も減ったということでございます。

これは、有機栽培になりますと、天候条件に

よって虫が出たり品質が落ちる、非常に手間が

かかる中での栽培で、品質が非常に悪かったと

いうことを聞いてございます。

ですので、ニーズに関しては、オーガニック

系は非常にまた高いと、ただ、栽培のところが

有機は難しいので、年によってこういうふうに

変動があると御理解いただければと思います。

○右松委員 最大の輸出先が香港で、私も２回

ほど香港に行かせていただいて、大型スーパー

や、香港事務所にもちょっと行ってきましたけ

れど、これは好調の要因といいますか、消費拡

大もあるんでしょうが、地道な活動でバイヤー

の獲得というか、バイヤーとの連携がうまくいっ

たとか、レストランも含めて販路の拡大につな

がったのか、その辺をどういうふうに分析され

ているのかなと思って、教えてもらうとありが

たいです。

○松田農業流通ブランド課長 香港の輸出額が

大きく伸びているということです。コロナに対

する対策からの回復というところもあろうかと

思いますが、やはり、香港、シンガポール含め

て関税がない非常に輸出しやすいという中で、

これまで香港に香港事務所を設けて構成をかけ

てきた。

委員おっしゃいましたとおり、現地の輸出コ

ーディネーターあたりとしっかりとタイアップ

をして、発信をしていっているというところが

年々結びついてきていると考えてございます。

○右松委員 一つだけ、畜産の牛肉が、数量に

対して金額が完全に正比例というわけじゃない

もので、香港、海外におけるそのブランド力は、

私が行ったのは大分、６～７年前、できた頃も

んだったので、山下委員とも一緒に行ったんで

すけれど、あのときと比較をしてブランド力の

ほうはどういうふうな状況ですか。

○松田農業流通ブランド課長 牛肉に関しては

高級部位、サーロインみたいな世界から、多様

な部位をやっぱり売っていけるということで、

いろんな部位を出していくということに今取り

組まれていると聞いてございますので、数量に

見合う販売額とはならなかったものと考えてご

ざいます。

○河野畜産振興課長 畜産振興課です。ちょっ

と補足をさせていただきます。

今、ブランド課長が言われたように、今まで

は、やはり高級志向で、ロイン系がどんどん出

ていたということがあるんですが、51ページの

図の５のほうにございますが、やはり、牛肉の

場合はロインばっかりでなく、モモとかいろん

な部位がございます。

全ての部位を売るということが一番の取引で

ございまして、図の５にありますように、海外

に向けて牛肉の部位ごとの調理方法を紹介する

ビデオ、ＤＶＤを作って、こちらの職人が行っ

て、現地でいろいろ紹介、カットの仕方、こう

いう料理であればロインばっかりでなく、おい

しく食べられますよというふうな活動をやって

まいりました。

そういう成果もございまして、セットで取引

が増えてきたということで量が増えておるとい

うことと、確かに単価にしては、ロインばっか

りではないので、平準化された金額ということ

になりますが、これががひとつございます。
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それと、卵につきましては伸びておるんです

けれども、これは香港で、日本の卵は生食でき

ると、いわゆる卵かけ御飯、これというのが相

当広まったと、それと、やっぱりコロナ禍で内

食が香港でも非常にそういう傾向にあるという

ことで、家で卵かけ御飯を食べるということで。

そこの図２のほうに写真が載っておりますが、

これは卵かけ御飯の絵なんですけれど、向こう

の卵かけ御飯は、白身をメレンゲ状にして、御

飯の上にメレンゲをかけて、その上に黄身を後

で乗せるというふうなものが非常にはやってい

るということで、そういうふうな部分もありま

して非常に鶏卵が増えたというふうに伺ってお

ります。

○右松委員 数量と金額の面は分かりました。

宮崎のブランド力、これを海外でも引き続き高

めていただければと思います。

○ 原委員 ブルネイという国がありますけれ

ども、その後どうなっているかなということを

聞きたいんですが。

いきさつをお話しをすると、６年前にイタリ

アで食の博覧会があった後です。ＴＰＰの推進

国ということでブルネイという名前が出たので、

ここに行こうということで、調査に行きました。

当時、県警本部長が外務省から来られていま

した。非常に手際よく手配をしていただいて、

また、女性の大使がおられて、我々が行く前に

調整していただいて、大歓迎を受けました。

ここでブルネイの大臣がちょうどおられて、総

務大臣と産業大臣みたいな方です。２週間して

ここに連れてきたことがあるんです。

そしていろんなところを見て回っていただい

たんですけれど、それが御縁で、年に１回、向

こうで大使館が日本フェアをやると、２月頃だっ

たと思っています。その中で宮崎県のブースを

つくっていただいて、２回か３回、たしか農政

水産部と商工観光労働部のほうから職員が行っ

て、私も翌年はそこを見に行きました。

ここは、例のハラールの非常に基準の厳しい

ところで、宗教的にはイスラム教が世界で一番

多いわけですから、将来の足がかりということ

を、ほんの小さな芽ですけれど、何かになるん

じゃないかということで、そういうことがあり

ました。

宮崎県会議員が初めて調査に来たところだそ

うで、そういうこともあって非常に大歓迎を受

けたわけですけれども、そのときに３日間販売

があって、キンカンと日向夏と、武田委員のと

ころの大束のカンショ、３日間のところを２日

間で売り切れるということで、そういう意味で

は、初めて行った国ですけれど、宮崎の食材が

やっぱりそれだけ好評を博するというようなこ

とも見てきたわけです。

質問は、たしか２回か３回、毎年１回ずつ行っ

ていたと思うんですが、コロナがありましたの

で、恐らく今は中止になっているんだろうけれ

ど、どんな状況ですか。

○松田農業流通ブランド課長 ブルネイへの輸

出に向けた取組ですけれども、今お話しのあり

ましたところを確認しましたら、平成31年の３

月２日から３日ということでイベントをやって

ございます。

在ブルネイ日本大使館主催による現地のイベ

ントということで、大束のカンショ、キンカン、

日向夏、イチゴの試験販売をやりまして、その

販売の可能性というのは、そこで見いだせたと

いうことですけれども、やはり、輸出条件等、

いろんな改善が必要ということで、現時点にお

いては、今取組はないところでございます。

またいろんな可能性を探りながら、輸出の拡
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大に努めてまいりたいというふうに考えてござ

います。

○ 原委員 人口が40万人と小さな国で、我々

も、将来の食の博覧会に行って触発されて調査

に行ったんです。小さな芽ですが、どこかでそ

れが花咲くこともあるでしょうから、もし続け

られるのであれば、また、職員の皆さん方もそ

うやって知らない国に行って経験をするという

ことも大事なことでしょうから、再開できるん

であれば、コロナが落ち着いてからでもまた再

開していただくといいのかなということ、希望

を申し添えておきます。

○山下委員 輸出の関連で、輸出も伸びたとい

うことで、系統で輸出ですよね。例えばミヤチ

クが直で送ったり、ジェトロを通じて送ったり、

いろんな輸出の仕方があるだろうと思うんです

が、輸出の中でミヤチクがどれぐらい占めてい

ますか。キロ数でもいいですし、金額ベースで

でもいいですし、分かったら教えてください。

○河野畜産振興課長 数量的には、これは令和

２年度の実績でございますが、686トンのうち468

トンということで、７割から８割程度がミヤチ

クということで聞いております。

○山下委員 分かりました。ミヤチクが出して

いるやつが７割程度ということですね。

これはアメリカから東南アジアから海外全部

ですよね。

○河野畜産振興課長 はい。全ての国というこ

とです。

○岩切委員長 ほかにございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 では、全体を通して質疑がござ

いましたら、いま一度よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 では、最後にその他ということ

で御質疑があれば。

○山下委員 今回質問した中でも追加になるか

なと思うんですが、豚熱の問題です。

今回豚熱関係で質問をした後、養豚業界の皆

さん方から若干問い合わせがありまして、私が

質問をするときにまた新たに岩手県と青森県で

出たんです。

そこは接種の対象県となって、宮崎県として

は、またさらにその導入の壁が高くなったとい

うことで、非常にまた不安が募っているんです。

養豚農家から施設整備も導入ができないとい

うことで、母豚やらです。その辺の不安を払拭

するために、やはり早急な情報の伝達が必要だ

ろうと思うんです。

その辺についての見解を確認をしたい、教え

てください。

○河野畜産振興課長 豚熱ワクチンの接種につ

いては、委員のおっしゃるように６月15日に青

森県と岩手県が新たに追加されたということで、

非常に生産者の方も不安がっているということ

は承知をしておるところです。

今現在、非接種地域から供給可能かどうかと

いうことを、国と連携して調査をしておりまし

て、そして、その調査の中で、うちはまだ非接

種地域なので供給できますよという、種豚場が

何軒がございます。その情報につきまして、今

のところ種豚の供給が可能な種豚場が２軒、県

内に１軒、県外に２軒、また、精液が供給可能

ですよという会社が県外に１軒ございます。

これが、国とのいろいろ調査等で分かりまし

たので、早速６月23日に団体等を通じて、こう

いう情報がありますということで流したところ

でございます。

これにつきましては、引き続きそういう調査

をしながら調整を図って、情報をしっかりと提
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供していくというのがひとつございます。

あと、どんどんとこうやって狭まっておりま

すので、以前、県内の養豚農家は３割ほど、東

北から種豚とか精液とかを持ってきておったん

ですけれど、その方々が結局非常に影響がある

ということだったんですが。

今現在では、県内とか九州内の非接種地域か

ら供給を受けておりまして、今のところ８割が

県内と九州内から供給を受けているということ

で、大分以前と比べると県内供給、九州内供給

という形に移行しております。

○山下委員 種豚センターです。これも答弁の

中で出ていましたけれども、結局、皆さん方が、

それが本当に実現するかなと、いろんな不安要

素もあるみたいなんですが、どういう検討をさ

れたんですか。

○河野畜産振興課長 種豚センターにつきまし

ては、一つは、会社の種豚メーカーの方々が、

県内に種豚センターを造りたいという希望もあ

るというふうな話を聞いておりますので、そう

いう部分につきましては、情報を得て、もし事

業等の支援とか、場所をどこにするかという情

報提供とか、そういうものについては関係団体

と意見交換をしながら対応をしていきたいと。

それともう一つは、系統関係は、今現在、県

内に繁殖農場を持っておりますので、取りあえ

ずそこで種豚の代替えをしながら供給を何とか

やっているというふうなところがあります。

今後県内で種豚場を造るかどうかについても、

関係団体と意見調整をしながら、意向を聞きな

がら対応をしてまいりたいと考えております。

○山下委員 クラスターについてもここ数年、

かなり養豚業界も設備投資されて、経営改善が

されて、１号棟当たりの出荷頭数も増えました。

そのおかげがあって都城市も全国一の生産額に

なって、その中でも養豚が一番ウエートが高く

伸びたわけですから、生産意欲が高まったがゆ

えに、こういう不安が余計皆さんあるんです。

そのためには、先導を切って、県のほうがそ

の安全対策をしっかりと養豚農家に不安を与え

ないような対策を先んじて講じてください。お

願いします。

○岩切委員長 よろしいですか。ほかにありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 それでは、以上をもって農政水

産部を終了いたします。

執行部の皆様お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時46分休憩

午後３時49分再開

○岩切委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

まず採決についてですが、委員会日程の最終

日に行うことになっておりますので、明日行い

たいと思います。

開会時刻は13時10分としたいのですが、よろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 それでは、そのように決定いた

します。

その他で何かありますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 何もないようでしたら、本日の

委員会を終了いたしたいと思いますが、よろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 それでは、以上をもちまして本

日の委員会を終わります。どうもお疲れさまで
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ございました。

午後３時50分散会
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午後１時６分再開

出席委員（７人）

委 員 長 岩 切 達 哉

副 委 員 長 内 田 理 佐

委 員 原 正 三

委 員 右 松 隆 央

委 員 武 田 浩 一

委 員 山 下 博 三

委 員 河 野 哲 也

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 内 田 祥 太

議事課主任主事 木 村 結

○岩切委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案等の採決を行いますが、採決の前

に賛否を含め御意見をお願いいたします。

暫時休憩します。

午後１時６分休憩

午後１時６分再開

○岩切委員長 委員会を再開いたします。

それでは、採決を行います。採決につきまし

ては、議案ごとがよろしいでしょうか、一括が

よろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 それでは、一括して採決いたし

ます。

議案第１号、第４号、第７号、第12号につき

ましては、原案のとおり可決することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 異議なしと認めます。よって、

議案第１号、４号、７号及び第12号につきまし

ては、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

委員長報告の項目及び内容について、御要望

等はありませんでしょうか。

暫時休憩いたします。

午後１時７分休憩

午後１時８分再開

○岩切委員長 委員会を再開いたします。

委員長報告につきましては、正副委員長に御

一任いただくことで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

します。

環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査については、継続調査といたしたいと思いま

すが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 御異議ありませんので、この旨、

議長に申し出ることといたします。

次に、延期となっておりました、県内調査に

ついて、県南調査を７月６日火曜日から翌日７

日水曜日、県北調査を７月15日木曜日から16日

金曜日、それぞれ実施しますので、よろしくお

願いをします。

令和３年６月25日(金曜日)
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また、県外調査につきましては、10月の12日

火曜日から２日後の14日木曜日に実施予定です

が、現時点で調査先等について、御意見、御要

望等がありましたら、お申出いただければあり

がたいと思います。

暫時休憩いたします。

午後１時９分休憩

午後１時13分再開

○岩切委員長 委員会を再開いたします。

県外調査につきましては、７月19日の閉会中

の委員会で改めて御協議いただきたいと思いま

す。

７月19日に予定されております閉会中の委員

会につきまして、その内容についての御意見を

伺いたいと思います。

暫時休憩いたします。

午後１時14分休憩

午後１時18分再開

○岩切委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

７月19日、閉会中の委員会につきましては、

そのように進めてまいりたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。

最後に、その他で何かありますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 よろしいですかね。

では、以上で委員会を終了いたします。委員

の皆様、お疲れさまでした。

午後１時18分閉会



署 名

環境農林水産常任委員会委員長 岩 切 達 哉


